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Ⅰ  

板橋区職員レベルアッププランとは 
 

 

      01 ﾌﾟﾗﾝの背景・位置づけ 

      02 令和７年度に向けた人材育成の方向性 

      03 令和６年度からの人材育成 
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 区の将来像「未来をはぐくむ緑と文化のかがやくまち“板橋”」を実現するためには、職員

一人ひとりが共通の志を持ち、その実現に向けて職務を遂行していく必要があります。 

 そこで、平成28年度に策定した「板橋区人材育成・活用方針－ひと創り2025－」（以下：

「活用方針」）では、全職員の共通理念であり、活動の拠り所となる価値観や行動規範となる

「区のクレド（信条）」として、『私たちはもてなしの心と高い使命感を持ったプロフェッ

ショナルとして区政経営を推進します』を掲げ、クレドを実行する人材を育成してきました。 

  

 昨今の変化が激しく予測が困難な社会情勢の変化に対応するため、令和３年３月に「いた

ばし№１実現プラン2025」（以下：「2025計画」）を策定し、区の将来像『東京で一番住

みたくなるまち』の実現に向け、３つの重点戦略「SDGs戦略」「DX戦略」「ブランド戦略」

をけん引できる人材の育成と活用における展望と方向性を示し、取り組んできました。 

 令和６年１月に策定した「いたばし№１実現プラン2025」改訂版（以下：「2025計画  改

訂版」）

Ⅰ－ 01 プランの背景・位置づけ 

背景・経緯 

東京で一番住みたくなるまち 

DX戦略 SDGs戦略 戦略 

誰一人取り残さない 

安心・安全なまち 

新しい技術や価値が 

暮らしを豊かにするまち 

板橋の魅力が 

定住と交流を促すまち 

これまで以上に、区の重点戦略を推進できる職員の育成と、職域ごとに求められる 

高い知識や専門性の能力開発に向けた取組を加速度的に推進します 
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 「板橋区職員レベルアッププラン」は、「2025計画」に掲げる3つの重点戦略（SDGs戦

略、DX戦略、ブランド戦略）を確実に遂行できる人材を育成するため、「職員のめざすべ

き姿」を具現化し、その実現に向けた、人材育成・人事施策・各部門での具体的な取組内容

や制度等を示した実施計画です。 

 令和４年度に策定した本プランでは、「2025計画」に示した人材育成の方向性を具現化す

るために、「2025計画」の終期である令和７年度までにめざす新たな職員像として、“理想

を描き主体的に考えチームで行動する職員”と位置付けました（P４参照）。 

 また、本プランは、毎年度設定している重点育成テーマをもとに身につけてきた力をさら

に高めるために、その時の社会情勢に合わせて単年度計画として進めます。 

 

 重点育成テーマは、直近の社会経済情勢やニーズを反映するため、毎年度設定します。ま

た、各年度に設定した重点育成テーマは、令和７年度まで、育成項目の一つとして引き続き

推進することで、めざす職員像の実現を図っていきます。 

【重点育成テーマ】 

R3:チームをマネジメントするリーダーシップ 

R4:物事の本質を見極める力 

R5：区民本位の自律的行動力 

R６：理想を実現する力（P６参照） 

プランの位置づけ 

プランの背景・位置づけ Ⅰ－01 
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 「理想を描き主体的に考えチームで行動する職員」に必要な要素として、①三現主義を徹

底すること、②激変する社会情勢や多様な価値観を理解すること、③絶えずPDCAを実践す

ることが挙げられます。「2025計画」では、PDCAの各プロセスに実効性を持たせるために、

これまで継続的に育成してきた「業務遂行に必要な基本スキル」に加え、「コミュニケー

ションスキル」「マーケティング（分析）スキル」「プレゼンテーションスキル」の３つのス

キルを重点的に育成するとしています。これらのスキルを習得することで、PDCAサイクル

を確実に回すとともに、周囲を巻き込みながらチームで行動することで、区政経営の最適

化、効率化につながります。 

 令和7年度までにめざす職員像 

理想を描き 主体的に考え チームで行動する職員 

01 PDCAサイクルを実践し続ける職員 

他者との良好な関係を構築できる PDCAの各プロセスを明らかにできる 他者にわかりやすく伝えることができる 

三現主義…実際の“現場”で“現物”を観察し“現
実”を認識したうえで課題解決を図るという考え方 

●共感力を高める話す力・聴く力 

●情報収集・現状把握のための

ネットワーク構築力 

●新たな発想を生み出す多様性受

容力 

●ステークホルダー（企業などの

利害関係者）をコーディネートする

調整力 

●アイデアを創造するための調査・

分析力 

●現状・課題・評価を明らかにする

力 

●相手の真意を見極める力 

●必要な情報を見極め、ストーリー 

 性をもって正確に伝える力 

●目的に応じた最適解を見出す力 

 本プランでは、持続可能な区政経営を推進するために、具体的な知識・スキルを身に付

け、周囲を巻き込み主体的に行動していくことができる人材を育成するため、令和７年度ま

でにめざす新たな職員像として、“理想を描き主体的に考えチームで行動する職員”と位置づけ

ました。この職員像を実現するためには、次の要素が挙げられます。 

02 チームで行動する職員 

 変化の激しい社会経済情勢の下では、職員一人ひとりが能力を発揮しながら主体的に行動

するだけではなく、職層に関わらずチーム（課・係）で共通のゴールに向かって力を合わせ

ることや、時には部門を超えて連携していくことが必要です。 

 DXや働き方改革の推進により、チャットツール、テレワークなどの取組が実施されている

現在、チームを意識し他者と協働することは、業務効率化と組織内の連携強化を同時に実現

し、持続的、発展的な区政経営の実現につながります。 

Ⅰ－ 02 令和7年度に向けた人材育成の方向性 
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 職層別の人材育成の視点 

 人材育成の仕組み・取組 

 人事施策 

   各職場    職 員 

・人事評価制度 

・複線型人事制度 

・エキスパート職員認定制度 

・女性活躍・障がい者活躍推進 等 

人材育成事業 

・研修の実施 

・外部研修への派遣 

・先進自治体等への派遣 

・職場研修、自己啓発助成制度 等     

・仕事を通じたOJT 

・職員の健康管理 

・目標による管理制度の活用 等 

                

・自己啓発 

・自主研究・勉強グループ活動 

・派遣先や研修で学んだことの 

 共有、実践 等 

人材育成事業 

  作用し合い、好循環を生む 

組織が人を育て、人が組織を育てる

「人材こそが最も重要な経営資源」であることを念頭に、職員が能力を存分に発揮するために必要な仕組

みづくり、環境整備を行っていきます。 

 このような仕組みや各職場の支援によって、職員一人ひとりが成長し、成長した職員がさらに組織を育

てることで職員及び組織の持続的な成長を可能とする人材育成・活用の好循環を生み出していきます。

▶物事の本質を見極め、変
化やニーズに即した事業を
迅速に展開する 
▶多様性受容力のあるリー
ダーシップを図る 

▶現物・現場・現実を観察し、一人
ひとりが、個性と強みを生かして
リーダーシップを発揮し、物事の本
質を見極めながら逸早くニーズや問
題を発見して、豊かなアイデア(発想)
で解決策を探求する 

▶誰ひとり取り残さないSDGｓ
の基本理念を実践し、物事の
本質を見極め全体最適の視点
で組織をリードする 

視点 

▶  

【対応研修】 

説明力向上研修、自律的行動力向上研

修、チームビルディング研修 ほか 

【対応研修】 

ビルド＆スクラップ研修、リー

ダーシップマネジメント研修、

課長補佐研修 ほか 

【対応研修】 
管理職マネジメントセミ
ナー、特別区研修所「メン
タルヘルス研修」、区長と
職員との懇談会 ほか 

全体最適の視点 ・理想の実現化 

・課題の設定 

一人ひとりの 

リーダーシップ 

物事の本質を 

見極める 

 職員一人ひとりが培った経験や知識を最大限生かし、組織に還元していくためには、各職層において次

のような視点を持つことが大切です。

令和7年度に向けた人材育成の方向性 Ⅰ－02 

各
職
層
に
必
要
な
能
力 

〈
活
用
方
針
〉
よ
り 

       係員         主任           係長職                  管理職 

人事施策 

各職場 職員 
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ポストコロナ社会やAIをはじめとしたデジタル技術の普及などにより、人々の価値観は大

きく変わり、より一層区民ニーズも多様化・複雑化しています。一方で、人材確保の点に

おいては、近年の少子化に伴う全国的な生産年齢人口の減少等により、困難を極め、特に

公務員のなり手不足は深刻な状況です。 

このような中、限られた資源で多様化・複雑化している区民ニーズに対応していくため

には、職員一人ひとりが課題を正確に把握し、高い目的意識のもと、新たな価値（サービ

ス）を創造し続けることが重要です。 

新たな価値の創造に向けて職員の成長を支援することは、職員が自らの成長を実感する

ことや組織に対するロイヤリティを高めること、板橋区で働くことの魅力となり、人材確

保にもつながります。 

 重点育成テーマ 

理想を実現する力 

 令和６年度からの人材育成 

 令和３年度・４年度の取組では、職員一人ひとりが、各職層に応じたリーダーシップを

発揮しながら、現場にある様々な「問題」の根本にある原因（本質）は何かを読み解く力

を育成してきました。令和５年度は、それらの「本質」を捉えながら「区民本位」で、か

つ、自分事として、主体的に行動できる「自律的行動力」の向上をめざしました。 

 

 これまで重点的に取り組んできた個々の能力をさらに高めながら、めざす職員像の実現

に向けて、目的を明確化して理想を描き、現状分析することで課題を発見し、その課題解決

を図る「理想を実現する力」を令和６年度の重点育成テーマとして取り組んでいきます。 

 あわせて、持続可能な区政経営につながるよう課題解決の手段として“SDGs戦略”・“DX戦

略”・“ブランド戦略”をより強く意識しながら、その育成を図っていきます。 

※社会情勢に合わせて設定します 

チームをマネジメントするリーダーシップ 

物事の本質を見極める力 

理想を実現する力 

めざす職員像の実現に向けた取組 

 

め
ざ
す
職
員
像
の
実
現
に
向
け
て
身
に
つ
け
る
力  

東京で一番住みたくなるまちの実現 

—————— めざす職員像 —————— 

理想を描き 主体的に考え 

チームで行動する職員 

区民本位の自律的行動力 

※各年度に設定した重点育成テーマは、 

令和７年度まで、育成項目の一つとして 

引き続き取り組んでいきます。 R7 

R４～ 

 R６～ 

R５～ 

R3～ 

Ⅰ－ 03 
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理想を実現するSTEP 

POINT１  新たな価値を創造する力   

POINT２  周囲を巻き込む力 

 目的を明確にしたうえで、その実現に向けて必要な資源（ヒト、モノ、カネ、情報）は

何か、自分は何をすべきを考えながら行動することで、創造力を高めます。 

 また、自身の業務を含め、様々なことに興味・関心を抱くことは、自ら調べ上げること

や他の考えを知るきっかけとなり、アイデアを生み出すヒントになります。常識や固定概

念に捉われず“柔軟かつ斬新な発想”で解決策を講じ、新たな価値を創造します。 

 誰のために、何のために、どのような価値を生み出すのか、目的を明確にしたうえで、

自分なりの理想やありたい姿を描き、その実現に向けたプロセスを考え、実行することに

つなげます。  

 自ら行動する主体性や相手の理解を得るためのコミュニケーションスキル（説明力）、

関係者・関係機関をリードするためのリーダーシップスキル、専門性などの各スキルを高

め発揮しながら、組織内外の関係者・関係機関と対等な関係で進めることで、一人では成

し得ない理想やありたい姿の実現性を高めます。 

 

STEP２  現状分析・課題発見 

 理想やありたい姿をイメージして現状を分析し、実現するためには何が不足しているの

か、それをどのように対処するのか、理想と現状のギャップを考え、やるべきこと（課

題）を形にします。 

STEP１  目的の明確化 

STEP３  解決に向けた計画・実行 

 課題解決に向けて、創造的・多角的に解決策を描き、PDCAサイクルを実践しながら理想

の実現を目指します。 

理想を実現する力を育成するPOINT 

令和６年度からの人材育成 Ⅰ－03 
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Ⅱ 
令和６年度 

人材育成・活用の具体的取組 
 

 

01研修案内 

02支援制度 
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研修体系 理想を実現する力 

Ⅱ－ 01 研修案内 

新任研修 採用１年目 現任研修（採用2年目～） 主任職 

   
●新規採用職員 

板橋区職員としての心構え 

区職員として必要な「もてなしの心」と「高い使

命感」を培い、区職員としての基盤を固めます。 

●新規採用職員 

新任職員のためのビジネスマナー

研修 

ビジネスマナーや接遇スキルなど、社会人として

の基本知識・立ち振る舞いを身につけます。 

●新規採用職員 

目標管理研修 

組織における自らの役割と個人目標の重要

性を理解し、自己成長につなげます。 

●新規採用職員 

超・実践型フォローアップ研修 

「プロ意識」を持った仕事の進め方を学び、自ら

考え行動できる職員をめざします。 

財務研修  
板橋区の予算・契約・会計に関
する基礎的知識を習得し、当該
事務に関する能力を高めます。 

●新規採用職員直属の係長（前期）、新規採用職員のトレーナー（前期・後期）   

 OJTトレーナー研修（前期/後期）                           

窓口力向上研修  
接遇や事例研究に加え、昨今の社会情勢を踏まえ「多様な性のあり
方」「障がいがある方への対応」「ゲートキーパー」をカリキュラ
ムに加え、区民本位の窓口の実現に必要なスキルを身につけます。 

●採用７年目 

メンタルタフネス研修 

ストレスフルな状況下でも良いパ
フォーマンスを発揮できるよう、メン
タルタフネス（ストレス耐性）を高め
るスキルを習得します。 

●新規採用職員 

【特別区】新任研修（前期） 
【特別区】新任研修（経験者） 

●採用２年目 

セルフケア研修 

ストレスに対する正しい知識、対処方法の基礎を

学びます。 

●採用２年目 

ステップアップ研修 

仕事への取り組み方を振り返り、自身の適性や能
力を見つめ直し、自己成長意欲を高めます。 

●採用３年目 

生産性向上研修 
時間管理の必要性、業務の重要性と緊急性
に基づく優先順づけを学び、職場の生産性
向上に寄与できる力を身につけます。 

●主任職・技能主任職昇任選考前年 

キャリアデザイン研修 
これまでの自分を振り返り、自身の強みを
知ることで可能性を広げて将来の理想を描
きます。 

●主任職１年目 

チームビルディング研修 

相互に関わり、チーム一丸となって共
通のゴールをめざす「チームビルディ
ング」の手法、他者理解力を高め、庁
外関係者との連携を図るためのコミュ
ニケーションスキルを学びます.。 

●清掃事業に従事する職員（５・10年目） 

【特別区】現任技能 

中堅職員として、清掃事業の現状と課題を
学び、職務遂行能力の向上を図ります。 

●採用６年目 

自律的行動力向上研修 
中堅職員として必要な自律的行動思考力・手
法を学び、チームに働きかけるリーダーシッ
プを身に着けることで、チームの目標達成に
貢献できる力を身につけます。 

●技能主任職１年目（清掃のみ） 

【特別区】技能主任 

技能主任として必要な知識を学ぶとと
もに、住民対応方法を身につけること
で、職務遂行能力の向上を図ります。 

●技能主任職１年目（清掃除く） 

【特別区】公務員倫理 

使命感を持った行動をするため、公務
員の職業倫理とは何かを学びます。 

●新規採用職員 

知ってみよう板橋区 
区の概要や歴史、区を取り巻く状況と課題、
SDGs、DX、ブランドの区の重点戦略など、 
区職員に必要な知識を身につけます。 

●採用２年目 

説明力向上研修 
自身の考えや事業内容を論理的に構成し（論理的
思考力）、相手の立場にたった、分かりやすい説
明方法、プレゼンテーションスキルを学びます。 

●主任職・技能主任職  

  昇任選考合格者 

主任職・技能主任職 
選考合格者研修 

講話や講座の受講を通じて、昇
任に向けた心構えや知っておく
べき知識を身につけます。 

●新規採用職員（清掃事業に従事する職員） 

【特別区】新任技能 

特別区における清掃事業の歴史・現状・課題等のほ
か、公務員倫理・人権・同和問題にかかる知識を習
得し特別区職員としての意識の確立を図ります。 

●主任職５年目 

重点戦略推進研修 
区の重点戦略をより推進してい
くため、問題解決の発想力を高
めながら、各戦略と絡めた課題
解決能力を身につけます。 

 希望する職員 

重点 

戦略 

重点 

戦略 

重点 

戦略 
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 新規研修または内容を

拡充した研修 
重点 

戦略 

研修案内 Ⅱ－01 

係長職 管理職 

  

 DX関連研修 
（IT推進課実施）  
業務改善ツールの導入やデータ分析のためのスキル習得の
他、DX推進に必要な能力を実践型研修で学びます。  

●管理職候補者、管理職 

管理職マネジメントセミナー
管理職に必要な実務知識や、最新の区政課題を
学ぶとともに、マネジメント力を高めます。 

●全管理職 

評価者研修 
人事評価を通じた職員と組織の成長を促進するため
の、人事評価制度の効果的な運用を学びます。 

●課務担当係長１年目 

目標管理研修 

目標による管理制度における係長の役割を認
識し、部下の主体性と成長意欲を高めます。 

●係長職４年目 

選択制実務サポート研修 
係長職の実務知識について自身に必要な講座を選択して受講することで職務遂行能力を高めます。 

【開催科目】 契約事務／会計事務／文書事務／法務事務／情報公開・個人情報／DX推進／    
               庁議・議会の基礎／マスコミ・パブリシティ／危機管理・行政対象暴力 

●係長職３年目 

係長職3年目サポート研修 
円滑な係運営のために、人事諸制度を中心
とした知識を再確認します。 

●係長職１年目 

ビルド＆スクラップ研修 
他者を巻き込み、改革の姿勢を持って、既
存事業の見直しや、事業の「選択と集中」
を実践するスキルを習得します。 

●課務担当係長１年目 

リーダーシップ・マネジメント研修 

事業推進と自律的人材の育成の両側面から、
課務担当係長に必要なマネジメント機能を

 

●係長職能力実証・技能長選考合格者 

係長職能力実証・ 
技能長職選考合格者研修 
講話や区政課題講座等を通じて、職責の自
覚と区政への更なる貢献意欲を高めます。 

●技能長職１年目（清掃のみ） 

【特別区】新任技能長 
技能長として職務上必要な知識を学び、
職務遂行能力の向上を図ります。 

●技能長職１年目（清掃除く） 

【特別区】公務員倫理 
使命感を持った行動をするため、公務員の
職業倫理とは何かを学びます。 

●技能長職３年目（清掃のみ） 

【特別区】技能長（３年目） 
技能長の視点から見た職場の課題を討議する
ことで、問題解決能力の向上を図ります。 

●統括技能長職１・３年目（清掃のみ） 

【特別区】統括技能長 
統括技能長の役割を認識するとともに、職員の同
和問題に対する正しい理解と認識を深めます。 

●管理職選考合格者で課長補佐の職である職員 

【特別区】管理職昇任前研修 
管理職に求められる力を習得し、職務への意識を高
め、自らがめざすべき管理職像を考えます。 

●令和５年度管理職選考合格者 

【特別区】人権・同和問題Ⅰ 
人権・同和問題の基本的知識や現状を学び、人権課
題に対する正しい理解と認識を深めます。 

●管理職１年目 

【特別区】メディアトレーニング研修 
区民に対する説明責任を十分に果たすために、メ
ディア対応に関する知識と対応方法を学びます。 

●管理職１年目 

【特別区】メンタルヘルス研修 
メンタルヘルス不調者に早期対応できる職場
づくりをめざし、職員の心身の健康管理を適
切に行う能力を身につけます。 

●管理職７年目 

【特別区】
人材育成に必要な専門知識や先進的事例を学
ぶことで、人材育成能力を高めます。 

●課務担当係長２年目  

組織活性化研修  
誰もが働きやすい職場の実現に向け、自身の
価値観を振り返るとともに係長として必要な
行動を考えます。※女性活躍推進事業 

●係長職・技能長職３年目 

係長職・技能長職として必要な職場のメン
タルヘルスケアについて学ぶとともに、障
がい者理解の推進を図るため、障がい者の
サポート体制を構築する手法を学びます。 

●課長補佐１年目 

課長補佐研修 

。 

●年度末年齢６０歳 

定年延長者研修 
定年延長者等の役割を認識し、自身のキャリ
アを棚卸し、知識や経験を継承するための実
践スキルや貢献意欲を高めます。 

前期：新任職員の育成方針や各職場のOJTスキルを係長とトレーナーが共有することで、 
   職場全体でのOJTを推進します。 
後期：OJTの知識や効果的な育成スキルを学ぶことで、特に新任職員の計画的な育成を 
   推進します。 

定年延長者 

 職員提案研修 
人材育成やスキルアップに意識を高めてもらうため、提案型研
修として求められる研修を拾い上げて、より広く必要とされる
知識を育成します。 

重点 

戦略 

重点 

戦略 

重点 

戦略 

重点 

戦略 

重点 

戦略 
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①desknet’s NEOの職員ナレッジをクリックし、 

 研修事務関係手続までスクロールしてください。 

区実施研修（特別区職員研修所が実施する必修研修を含む） 

Ⅱ－01 研修案内 

 令和６年度に、区が実施する研修及び必修としている特別区職員研修所実施研修を掲載し

ています。必修研修の中には、希望する職員が受講できる研修もあります。希望受講が可能

な研修は表中に記載していますので、必要に応じて受講してください。 

■ 区実施研修の流れ 

 

  開催通知  …   実施約１～２か月前に通知します。  

  受講希望  …   受講を希望する場合は、各課の研修担当を通じて、「研修生推薦書」 

          を人材育成係に提出してください。 

          ※必修研修の場合は推薦書の提出は不要です。 

  受講決定  …   受講希望者の所属宛てに、研修の当落をメールでお知らせします。 

         ※ 研修日の１週間前までに届かない場合は、ご連絡ください。 

 受  講  …   前日までに庶務事務システムにて「旅行申請」をしてください。 

         やむを得ない事由により研修を受講できなくなった場合や日程変更が   

         必要になった場合は、「研修生＜取消・変更＞通知書」の提出が 

                          必要です。必ず事前に、電話で人材育成係へご連絡ください。 

 受    講    後  …    研修報告書を作成し、指定期限までに人材育成係に提出してください。 

 

  ▶研修の手続きに関する様式 

   各手続きに必要な様式は、ポータルサイト（desknet’s NEO）に掲載しています。 

  「文書管理 ▶ 01所属別フォルダ ▶ 04総務部  ▶ 002人事課 ▶ 02人材育成係 ▶ 01研修関係様式」 

■ 研修報告書の提出方法 

②「研修報告書・研修生推薦書・研修生＜ 取消・変更 ＞ 

  通知書の提出先はこちら」をクリックします。 

※「研修関係様式はこちら」から、研修報

告書の様式を取り出せます。 

③受講した研修名のフォルダを開き、その中 

 にある研修報告書フォルダに格納します 。  

【注意事項】 

格納する際、研修報告書データのファイル
名は以下のとおりにしてください。 

「職員番号+氏名（ﾌﾙﾈｰﾑ漢字）」 

例：12345678 人材太郎  

※セキュリティの関係上、データ提出者・人材育成係のみ閲覧可能

な特殊なアクセス制限を設定しています。 
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研修案内 Ⅱ－01 

①新任 仕事に楽しさと誇りを持ち、学びと実践を繰り返す  

研修名 内容【働きかける能力】 日数・日時 

板橋区職員 

としての心構え 

副区長講話、コンプライアンス、区の概要、防災、個

人情報、区の総合窓口、文書事務、人事制度 等 

 
 【貢献姿勢】〖倫理〗 

●１日間 

 ① ４/３（水） ② ４/４（木） 

 ③ ４/５（金） 

新任職員のための 

ビジネスマナー研修 

ビジネスマナーの基礎、もてなしの心とは 

 
 【貢献姿勢、業務実行力、共感姿勢、情報伝達力】 

〖倫理、コミュニケーション〗 

●１日間 

 ① ４/10（水） ② ４/11（木） 

 ③ ４/25（木） ④ ４/26（金） 

【特別区】 

新任研修（前期） 

 

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ類 

採用が対象 

組織と私たち、仕事の進め方、地方自治制度、 

地方公務員と公務員倫理・人権問題を考える 

 

 
【貢献姿勢】 

●３日間 

 ①４/５（金）・ ９（火）・ 10（水） 

 ②４/11（木）・ 12（金）・ 15（月） 

 ③４/16（火）・ 17（水）・ 18（木） 

 ④４/19（金）・ 22（月）・ 23（火） 

 ⑤４/24（水）・ 25（木）・ 26（金） 

【特別区】 

新任研修（経験者） 

 

経験者・ 

就職氷河期世代 

採用が対象 

地方自治制度、地方公務員と公務員倫理、 

人権問題を考える 

 

 
【貢献姿勢】 

●2日間 

 ①４/25（木）・ 26（金） 

 ②４/30（火）・ ５/１（水） 

知ってみよう 

板橋区 

区の重点戦略（SDGs、DX、ブランド）、 

財政の仕組み、まちづくり、観光施策等 

 
【貢献姿勢、自己成長意欲、情報伝達力】〖知識・技能〗 

●１日間 

 ①５/７（火） ② ５/20（月） 

  ③５/22（水） 

超・実践型 

フォローアップ研修 

 

ビジネスマナーの定着・優先順位の付け方、報連相の

徹底など、プロ意識を持った仕事の進め方 

 
【貢献姿勢、自己成長意欲、業務実行力、変革意欲、共感姿

勢、情報伝達力、判断力】〖業務遂行・コミュニケーション〗 

●１日間 

 ①9/2 （月）   ②9/3 （火） 

 ③9/17（火）   ④9/24（火） 

目標管理研修  
～組織における 

個人目標の重要性～ 

目標による管理、OJT・職場のコミュニケーション 

 
【貢献姿勢、自己成長意欲】〖倫理・コミュニケーション〗 

●0.5日間 

  11月頃実施予定 

 板橋区職員である自覚と「プロ意識」を持ち、基礎的知識・スキルを身につけながら自己

成長に励む「自律型職員」を育成します。 
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②現任  経験を強みに、考え方を増幅し、確かな知識と技術を習得する   

Ⅱ－01 研修案内 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

説明力向上研修 

 

採用2年目 

説明する目的、使用する言葉、相手が理解しや

すい内容構成など、説明力の基礎 

 
【共感姿勢、情報伝達力、情報収集活用力】 

●１日間 

 ① 7/3（水） ② ７/4（木） 

 ③ 7/8（月） ④ ７/9（火） 

セルフケア研修 

 

採用2年目 

ストレスに対する正しい知識、対処方法の基礎 

 
【自己成長意欲】 

●0.5日間 

 調整中 

ステップアップ研修 

 

採用2年目 

入庁からの振返り、自己分析、仕事に向き合う姿勢 

 

 
【自己成長意欲、変革意欲

●0.5日間（PM） 

 調整中 

生産性向上研修 

 

採用３年目 

時間管理の必要性、重要性と緊急性に基づく 

業務の優先順位づけ、職場の生産性向上に必

要な考え方、業務改善の手法 

 
【自己成長意欲、業務実行力、変革意欲、情報伝達力、判

断力】 

●１日間 

 ①６/19（水） 

 ②６/21（金） 

 ③６/27（木） 

 ④６/28（金） 

  

自律的行動力 

向上研修 

 

採用６年目 

１日目：チームの目標達成のために中堅職員と

して必要な自律的行動、コミュニケーション手法、

支援型リーダーシップ 

２日目：自律的行動に必要な思考力・手法 

 
【貢献姿勢、変革意欲、共感姿勢、情報伝達力、判断力】 

●２日間 

 ①７/23（火）・９/20（金） 

 ②７/24（水）・９/26（木） 

 ③７/26（金）・９/27（金） 

 ④７/30（火）・９/30（月） 

メンタルタフネス  

研修 

 

採用７年目 

メンタルタフネス（ストレス耐性）を高めるスキル 

 

 
【自己成長意欲】 

●0.5日間 

  調整中 

キャリアデザイン 

研修 
～可能性の開拓～ 

 

主任職/技能主任職 

昇任選考前年 

自身のキャリアを考える必要性、期待役割を知る、自

身の強みを認識して将来の理想を描く 

 

 
【貢献姿勢、自己成長意欲】〖倫理〗 

●１日間 

  11月頃実施予定 

 知識や経験を強みに、自分の能力をさらにブラッシュアップさせながら、自発的かつ主体

的に問題解決に取り組む職員を育成します。 
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③主任職 自身の知識と技術で、チームをリードする   

研修案内 Ⅱ－01 

 積極的に周囲と対話することで、多様な意見から課題解決へのヒントを見つけ、共通の

ゴールに向かってチームをリードする職員を育成します 。 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

主任職・技能主任職

選考合格者研修 

 

主任職/技能主任職

昇任選考合格者 

清掃技能の職員除く 

昇任に向けての心構え 

総務部長講話、コンプライアンス講座、人材育成講

座、区の重点戦略講座 等 

 

 
【貢献姿勢、自己成長意欲、職場支援力、変革意欲、情報

収集活用力】〖倫理、業務遂行、コミュニケーション〗 

●0.5日間（予定） 

  １月頃実施予定 

チームビルディング 

研修 

 

主任職１年目 

主任に求められる期待役割 

対人関係や他者理解力を高めるポイント、庁内

外関係者とのコミュニケーションスキル 

 
 

【業務実行力、変革意欲、共感姿勢、知識共有力、情報伝

達力、職場支援力】 

 ●１日間 

  ①７/18（木） 

  ②７/22（月） 

  ③８/27（火） 

  ④８/30（金） 

 

重点戦略 

推進研修 

 

主任職５年目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事者意識・自分事化、目標達成に適う課題

形成力、前例のない解決策案出、周囲の巻き込

み力、区の重点戦略を活かした問題解決・発想

手法 
 

【貢献姿勢、業務実行力、変革意欲、情報伝達力、論点整

理力】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●1.5日間 

  調整中 

   

NEW 

 対象となる主任職５年目は、主任職

として中堅であることに加え、係長職への

能力実証の対象（※）ともなります。

係長職への昇任を控えていることを自覚

し、高い当事者意識や周囲の

身につけるととも

に、前例にとらわれない、新たな価値の

創造に向け、区の重点戦略を活かした

課題解決・発想手法を学びます。 
※経験者B（主任）採用は４年 

▪１日目（１日） 

 →全員共通 

▪２日目（0.5日） 

 →「SDGｓ・DX・ブランド」の中から２つ選択 

SDGｓ 

DX ブランド 

・俯瞰力（企画力） 

・実行力（発想力） 

・対外調整力（交渉力） 
・客観力（観察力） 

・発信力（説明力） 

・好奇心（情熱） 

・スペシャリスト 

 

・データ利活用力 

・ICT知識 

 

・自分事化・主体性 

・課題発見力/設定/解決力 

・発想/創造力・変革意欲 

・コミュニケーション力・巻込力 

・課題解決力 

・ファシリテーション 
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Ⅱ－01 研修案内 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

係長職能力実証・ 

技能長職選考 

合格者研修 

 

係長職能力実証・ 

技能長職昇任選考 

合格者、 

管理職試験合格者の

うち主任職の者 

昇任に向けての心構え 

副区長講話、区政課題講座、人材育成講座 等 

 

 
【貢献姿勢、自己成長意欲、指導力】〖倫理、業務遂行〗 

●0.5日間 

  ２月頃実施予定 

 

ビルド＆スクラップ 

研修 

 

係長職１年目 

リーダーシップ発揮度合いの点検、既存事業の見

直し、パラダイム（固定概念や思い込み）を排除

した事業スクラップなどの実践プロセス  

 
【貢献姿勢、業務管理力、変革創造力、判断力、企画力】 

●２日間 

 ① ６/４（火）・ 7/10（水） 

 ② ６/５（水）・ 7/12（金） 

 ③ ６/10（月）・ 7/19（金） 

係長職3年目 

サポート研修 

 

係長職３年目 

係長職以上で 

希望する職員受講可 

円滑な係運営に必要な人事諸制度と中心とした

知識の習得 

ハラスメント防止講座、コンプライアンス講座、人事

評価制度、定数管理講座、給与講座、人材育

成講座など 

 
【貢献姿勢、業務管理力、変革創造力、指導力、体 

制構築力、職務知識】 

●0.5日間（PM） 

  ６/14（金） 

係長職・技能長職

3年目メンタルヘルス

研修 

係長職/技能長職

３年目 

係長職以上で 

希望する職員受講可 

メンタル不調者への気づき、休職者対応、職場復

帰支援、係長自身のケア 等 

 

 

 

 

 

  
 

●１日間 

  調整中 

④係長職  変革の先頭に立ち、組織パフォーマンスを最大限に発揮する   

 業務改善やチームをマネジメントするリーダーとしての役割を学び、組織パフォーマンス

の最大化・安定化を推進できる職員を育成します。 

拡充 

精神・発達障がい者仕事サポーター養成講座 

  精神・発達障がいについての正しい知識と理解を得ることを目的とし、ハロー

ワークの精神障がい者雇用トータルサポーターによる養成講座を実施します。 

 仕事におけるサポートの仕方など、事例を交えてわかりやすく解説。精神・発

達障がい者との関わり方や障がい特性などのイメージを具体的にし、働きやす

い職場環境をめざしましょう。 
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「ビルド＆スクラップ研修」 受講者の声 

研修案内 Ⅱ－01 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

選択制実務 

サポート研修 

 

係長職４年目 

係長職以上で 

希望する職員受講可 

係長職に必要な実務知識の習得、契約事務、

会計事務、文書事務、法務事務、情報公開・個

人情報、DX推進、庁議・議会の基礎、マスコミ・

パブリシティ対応、危機管理・行政対象暴力対応 

 

 
【業務管理力、職務知識】 

●希望する講座を選択して受講します。 

 （３講座以上） 

 １日あたり３講座×３日間（PM) 

 ①８/６（火） 

 ②９/９（月） 

 ③調整中 

 

目標管理研修 

 

新たに地域センター、区

民事務所、保育園、

児童館の長として 

配属された職員 

目標による管理制度、目標設定のポイント 

 

 
【業務管理力、指導力】 

●0.5日間（PM） 

 ４/９（火） 

リーダーシップ・ 

マネジメント研修 

 

課務担当係長１年目 

事業推進と人材育成の両面から、PDCAサイクル

を活用し、チームを目的まで導く実践スキル 

 

 
【業務管理力、指導力、体制構築力】 

●１日間 

 ９/４（水） 

 

課長補佐研修 

 

課長補佐１年目 

課長補佐の役割、組織目標の共有化、 

全体最適の視点、フォロワーシップスキル 

 
【業務管理力、変革創造力、指導力、説得力、庁内調整力 】 

●１日間 

 ５/10（金） 
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⑤管理職  戦略的な組織経営で、柔軟性・機動性の高い組織を実現する 

Ⅱ－01 研修案内 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

評価者研修 

 

全管理職 

人事評価制度運用ルールの徹底 人事評価の

重点ポイント 

 

 
【組織管理力、指導・育成力】 

●0.5日間 

【現任】 

 ①４/９（火）AM 

 ②４/30（火）AM 

【新任・転入】  

   ４/30（火）PM 

管理職マネジメント

セミナー（管理職

育成プログラム） 

 

管理職１・2年目 

転入管理職 

管理職候補者 

管理職以上で 

希望する職員受講可 

先輩管理職による新任管理職・管理職候補者

向けの講座、課題解決・スキルアップ 等 

 

 
【自己成長意欲、職務知識】 

●0.5日間×3日間 

  １日目：４/３（水）PM 

  ２日目：７/１（月）PM 

  ３日目：調整中 

【特別区】 

管理職昇任前研修 

 

管理職選考合格

者で、令和６年度

において課長補佐

の職にある者 

危機管理、労使関係、議会対応、不当要求、

特別区の現状と課題、職場のマネジメント 等 

 

 
【貢献姿勢、職務知識、決断力】 

●５日間 

 【基本】 

 ①8/20  （火）・ 21（水） 

 ②12/18（水）・ 19（木） 

 【演習】 

 ①1/8（水）・ 9（木）・ 10（金） 

 ②1/15（水）・ 16（木）・ 17（金） 

 既存の価値観や枠組みに捉われない戦略的組織経営により、新たな価値を創造する組織を

構築できる職員を育成します。 

管理職育成プログラム 

 管理職育成プログラムは、管理職が

経営資源を最大限に活用し、戦略的

にマネジメントを行えるよう育成する研

修です。また、併行して、「行動プラン

シート」を活用し、直属の上司からの

OJTをサポートする取組を実施します。 

１日目  管理職として必要となる実務に関する知識の習得 

２日目  部長級２年目職員による「部長講話」 

３日目  管理職２年目企画研修 

【行動プランシート】 

四半期ごとに、対象者が自身の取組を振り返り、自己評価に

対して、直属の上司からの評価、アドバイスを受ける。 
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研修案内 Ⅱ－01 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

【特別区】 

人権・同和問題Ⅰ 

 

令和５年度管理

職選考合格者 

基本的人権総論、東京都の人権課題、行政の取組、被

差別部落の歴史と解放へのあゆみ 

 

 
【指導・育成力、職務知識】 

●２日間 

 ①５/13（月）・ 15（水） 

 ②８/7（水）  ・ 14（水） 

【特別区】 

人権・同和問題Ⅱ 

 

新たに資源循環推

進課長/東西清掃

事務所長の職と

なった管理職 

フィールドワーク、事例紹介、差別意識解消のた

めの講義・討議 等 

 

 
【指導・育成力、職務知識】 

 

●3日間 

 ①6/12（水）・ 19（水）・ 28（金） 

 ②6/12（水）・ 20（木）・ 28（金） 

 

 

【特別区】 

人権・同和問題Ⅲ 

 

新たに資源循環推

進課長/東西清掃

事務所長の職と

なった管理職 

人権・同和問題研修の講義方法、清掃・人権交

流会との意見交換、同和問題研修講師登壇者

の経験談 等 

 
【指導・育成力、職務知識】 

 

●１日間 

 ①6/25（火） 

 ②7/3  （水） 

【特別区】 

メディアトレーニング 

 

管理職昇任者 

転入管理職 

自治体リスクマネジメントの基礎、危機発生時の

広報対応、マスコミ対応コンサルタント等の講義、

模擬記者会見 

 

 
【組織管理力、合意形成力、決断力】 

●１日間 

 ①5/23（木） 

 ②8/27（火） 

 ③10/8（火） 

 ④1/23（木） 

【特別区】 

メンタルヘルス 

 

管理職昇任者 

転入管理職 

ストレスマネジメント、部下とのコミュニケーション、メ

ンタルヘルス不調者への対処法、グループでの事

例検討 

 

 
【組織管理力、合意形成力、決断力】 

●１日間 

 ①5/22（水）  

 ②11/14（木） 

 ③12/9（月） 

【特別区】 

経営管理能力 
 

管理職７年目 

人材育成に必要な専門知識や先進的事例 

 

 
【組織管理力、指導・育成力】 

●0.5日間 

 ①10月頃実施予定 

 ②12月頃実施予定 
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Ⅱ－01 研修案内 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

【特別区】新任技能 

清掃事業に従事する 

新規採用職員 

特別区の清掃事業の歴史・現状・課題、公務

員倫理・人権・同和問題 等 

 
〖倫理、業務遂行、知識・技能〗 

●2日間 

 ①5/8（水） ・ 9（木） 

 ②5/15（水）・ 16（木） 

 ③5/21（火）・ 22（水）  

【特別区】現任技能 

技能系職員として 

清掃事業に従事する職

員（5・10年目） 

清掃事業の現状と課題、接遇（苦情対応・メ

ンタルヘルスを含む）、同和問題 等 

 
〖倫理、業務遂行、知識・技能〗 

●２日間 

 10/９（水）・ 10/10（木） 

【特別区】技能主任 

技能主任職１年目 

技能主任としての知識、職場内

 

 
〖倫理、業務遂行、コミュニケーション、知識・技能〗 

●３日間 

 ①６/４（火）・ ６/５（水）・ ６/６（木） 

 ②６/11（火）・ ６/12（水）・ ６/13（木） 

【特別区】 

新任技能長 

技能長職１年目 

技能長としての知識、同和問題、コーチング、 

汚職等事故防止、クレーム対応 

 
〖倫理、業務遂行、コミュニケーション、知識・技能〗 

●３日間 

 ５/28（火）・５/29（水）・５/30（木） 

【特別区】 

技能長（３年目） 

技能長職３年目 

清掃事業における最新の動向、持寄事例の討

議、接遇リーダー養成、メンタルヘルス 

 
〖倫理、業務遂行、知識・技能〗 

●３日間 

【特別区】 

統括技能長 

統括技能長職1年目・
３年目 

統括技能長の役割、メンタルヘルス、同和問

題、経験交流 
 

〖倫理、業務遂行、知識・技能〗 

●２日間 

 7/9（火）・ ７/10（水） 

【特別区】 

転入（同和問題） 

他部署から清掃事業 

部署に異動した職員 

他部署から異動してきた職員の同和問題に対

する正しい理解と認識を深めます。 
 

【職務知識】 

●0.5日間 

 ①7/17（水）  

 ②7/24（水） 

 ③7/31（水） 

【特別区】 

汚職等事故防止 

資源循環推進課長、 

東西清掃事務所長 

清掃事務所で実施する研修に必要な最新事

例、基礎知識 

 

【指導・育成力、職務知識】 

●１日間 

 eラーニング：7/12（金）～ 8/1（木） 

 集合研修 ：8/2（金） 

⑥清掃・技能系  高い倫理観を持ち、高度な技術で職務遂行を実現する  

職種・職層に応じた基礎的知識の習得、能力の向上により、高度な技術で着実に職務遂行する

職員を育成します。 

清掃 
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研修案内 Ⅱ－01 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

OJTトレーナー研修 

 

新任職員直属の係長、

新任職員の育成を中心

となって担当する職員 
 

※新任職員直属の係長

は、【前期】のみ受講 

※令和４年度・5年度の受

講生については任意受講 

●前期 

OJTトレーナーとしての立場と役割、OJTの基本、

ほめ方・しかり方、コミュニケーション 

●後期 

新規採用職員の育成事例に関する意見交換、

コミュニケーション方法 

 
【知識共有力、情報伝達力、職場支援力】 

【前期】 0.5日間（PM）  

 ①４/22（月） ②４/23（火）  

 ③４/24（水） ④５/８（水）  

 ⑤５/９（木）  ⑥５/16（木）    

 ⑦５/17（金） ⑧５/24（金） 

 

【後期】 0.5日間（PM）  

 10月頃実施予定 

組織活性化研修 

※女性活躍推進事業 

 

課務担当係長２年目 
希望する職員受講可 

自身のキャリア・大切にする価値観を考える、誰も

が働きやすい職場の実現に向け係長としての行

動を考える 

 
【自己成長意欲、貢献姿勢】 

●0.5日間（PM） 

８/９（金） 

定年延長者研修 

 

令和６年度末年齢が

60歳で、令和７年度も

引き続き、正規・再任用

として勤務する職員 

定年延長者等に求められる役割、キャリアの棚卸

しと効果的な活用 等 

 

 
【自己成長意欲、貢献姿勢、職場支援力】〖倫理、コミュニ

ケーション〗 

●0.5日間（PM） 

  3月実施予定 

 

防災講習 

 

新規採用職員 

普通救命講習 

 

 

 

●0.5日間（PM） 

 ①６/４（火） ②６/５（水）  

 ③６/６（木） ④６/10（月） 

 ⑤６/12（水） 

⑦特別  幅広い知識を身に付け、組織の活性化を実現する  

様々な知識・スキルを身につけ、組織を活性化できる職員として活躍できるよう支援します。 

技能系（清掃除く） 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

【特別区】 公務員倫理 

〔公務基礎（サポート

研修）〕 

技能主任職１年目 

技能長職１年目 

公務員として必要な行動原理、日常業務に潜む

法令違反 

 

 
〖倫理〗 

●0.5日間 

 12/5（木） 
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⑧実務  実務知識を習得し、基礎を固める   

Ⅱ－01 研修案内 

研修名・対象者 内容【働きかける能力】 日数・日時 

窓口力向上研修 

 

希望する職員 

窓口業務における応対力の質の向上、総合窓口

マニュアルのポイントの共有、クレーム対応事例 

 

※採用１～２年目の職員、窓口業務を始めて

１～２年目の職員向けの内容です。 

 
【貢献姿勢、共感姿勢、職務知識】 

●１日間 

 ①８/７（水） ② ８/29（木） 

 ③９/５（木） 

 

 

職員提案研修 

 

希望する職員 

必要とされる知識の習得 

 

 
【貢献姿勢、共感姿勢、職務知識】 

●１日間 

 調整中 

財務研修 

 

希望する職員 

 

予算事務、契約事務、会計事務（歳入事務・

歳出事務・物品管理） 

 

※採用１～２年目の職員、歳入・歳出事務を

始めて１～２年目の職員向けの内容です。 

 
【業務実行力、職務知識】 

●１日間 

 ① ８/８（木） 

 ② ８/19（月） 

文書研修 

（基礎） 

 

希望する職員 

 

文書事務の基礎、起案、決定、起案の修正・廃

棄、文書の保管、文書の施行 

 

※採用１～３年目の職員、文書事務を始めて

１～３年目の職員向けの内容です。 

 
【業務実行力、職務知識】 

●0.5日間（PM） 

 ２回実施予定 

職員としての基礎を固め、現場で活躍できるよう、業務遂行に必要な実務に即した基礎的な知

識やスキルを学びます。 

NEW 

 人材育成やスキルアップの意識を高め

てもらうため、提案型研修として求めら

れる研修を拾い上げ、職場研修助成

制度の対象となる専門的な内容と棲み

分けて、職員の主体性を高めながら、よ

り広く必要とされる知識や課題解決を

図る力を育成します。 

デザインスキル 

Example 

仮説思考力 
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その他研修等 

会計年度任用職員に対し、公務員としての基礎知識（公務員倫理・個人情報保護制度等）

や、板橋区職員としての基礎知識（人事制度・服務等）を身につけるため、各所属において

「就業ガイダンス・会計年度任用職員研修テキスト」を活用した研修を実施します。その

他、業務遂行上必要な知識及び技術習得に向けたOJTにより、能力向上をめざします。 

 

▶文書掲載場所 

【就業ガイダンス・会計年度任用職員研修テキスト】 

ポータルサイト（desknet’s NEO） ▶ 文書管理 ▶ 01 所属別フォルダ ▶ 04 総務部  

▶ 002 人事課▶ 15 会計年度任用職員 ▶ 02 人材育成係 

 

【会計年度任用職員制度事務担当者マニュアル】 

ポータルサイト（desknet’s NEO） ▶ 文書管理 ▶ 01 所属別フォルダ ▶ 04 総務部  

▶ 002 人事課 ▶ 15 会計年度任用職員 ▶ 制度全般・担当者マニュアル 

会計年度任用職員研修  

■ 職員交流派遣 

 金沢市・最上町との間で職員を相互に派遣し、視察の成果を区政経営に役立てる交流研  

修です。他自治体職員との対話を通じて刺激を受け、自分にはない視点や新たな気づきを 

得ることができるとともに、他自治体の施策を区の事業等に生かすことができる絶好の機 

会です。令和６年度は金沢市への派遣を予定しています。内容の詳細については、別途通 

知します。 

 

■ 国・民間企業等外部実施研修への派遣 

 職員の自己研鑚と能力向上の支援を推進するため、国や民間企業等が開催する研修に参 

加することで、先進事例や高度に専門的な知識・スキルを習得する機会です。 

※詳細は、Ｐ31を御覧ください。 

 

■ 先進自治体等への派遣（先進自治体施策調査研究） 

 所管分野の政策に関する見識を深め、政策形成能力の向上を図るため、先進的な施策を 

実施している自治体等を視察して、職域毎の高い専門知識・技術を習得する機会です。 

※詳細は、P31を御覧ください。 

研修案内 Ⅱ－01 
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Ⅱ－01 研修案内 

DX関連研修  

研修名・対象者 研修概要 日数・日時 

EBPM研修 

 

希望する職員 

IT推進課職員 

（目的）証拠に基づく政策立案の知識などの習得により

区DXを更に推進 

（内容）他自治体データ利活用事例や政策立案のため

のデータ活用サイクルを動画で職員向けに発信する 

（習得スキル）EBPM知識、 EBPM事例、業務変革 など 

●desknet’s NEOで動画研修配信 

●その他調整中 

業務改善ツール研修  

 

希望する職員 

IT推進課職員 

（目的）ツールを多くの業務で活用することにより「業務

効率化」を更に推進 

（内容）業務改善ツールの紹介と改善事例及び操作方

法を動画で職員向けに発信する 

（習得スキル）ツール操作方法、DX好事例 

（改善ツール）RPA、会議録作成支援システム、GPS

データ分析ツール、LIVE配信機器、ChatGPT、LoGo

フォーム など 

●desknet’s NEOで動画研修配信 

●RPA研修：0.5日間（予定） 

   調整中 

職層別研修 

 

希望する職員 

（目的）職層別の役割を共有することで、各課のDXを

更に推進 

（内容）DX推進時に必要な各職層の役割と具体的事

例などを職員向けに発信する 

（習得スキル）DX推進時における職層の役割、DX好

事例 など 

●desknet’s NEOで動画研修配信 

職員向けセキュリティ

研修、統合型地理情

報システム・どこナビい

たばし研修  

 
職員全員（セキュリティ

研修） 

希望する職員 

IT推進課職員  

（目的）基礎を学習し、区DXを更に推進 

（内容）セキュリティと各種ツールの操作方法を習得する 

（習得スキル）基礎知識、業務変革 など 

●0.5日間（予定） 

   調整中 

 

■DX関連研修（IT推進課研修） 

 専門的な知識・スキルを習得 

■人事課研修 

 DX推進に向けた基盤となる知識など 
よろず相談DX 

職員とIT推進課が 

二人三脚で企画 

DX実現 

区民サービスの向上 

研修受講からDX実現までの流れ  
 研修を受講して得た「気づき」「アイデア」を 

実現させ、区民サービスの向上につなげます。 

動画研修配信により随時受講できる研修のほか、能力取得のためのワークショップ形式の実践

型研修等を実施します。ICTに抱く苦手意識を払拭させるとともに、DX推進に必要な能力を身に

つけ、「多様な選択肢の提供」「業務の付加価値向上」につなげます。 
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研修案内 Ⅱ－01 

研修名・対象者 研修概要 日数・日時 

 

 

DX推進スキル 

向上研修 

 

希望する職員 

（DX事業担当者） 

（目的）DX推進に必要な能力の向上 

（内容）利用者視点に基づく目標設定、現状分析（業

務フロー図の作成）、業務改善ツールの紹介、DX事業企

画書の作成をワークショップ形式で学ぶ 

（習得スキル）目標設定能力、現状業務の課題分析能

力、業務改善ツールの知識、事業企画書作成能力 

●調整中 

 

 

DXファシリテーション

研修  

 

IT推進課職員 

（目的）各部署のDX事業化をサポートする能力の向上 

（内容）DX推進スキル研修の事業計画書に基づくケー

ススタディ 

（習得スキル）目標設定能力、現状業務の課題分析能

力、業事業企画書作成能力、事業管理能力、各部署の

失敗事例と対応策の共有 

 

●調整中 

 

 

ビジネスデータの 

分析研修  

 

希望する職員 

※事業支援（よろず

相談DX）利用者等

を優先  

（目的）データ分析の基本的な考え方やデータ整理の仕

方を学び、エクセルを用いた相関係数の計算や回帰分析

の手順の習得 

（内容）データ分析の基礎知識学習（平均値、相関係

数、回帰分析等）、エクセルを活用したワーク等 

（習得スキル）データ分析能力 

●調整中 

 

 

エクセルマクロ研修  

 

希望する職員 

※事業支援（よろず

相談DX）利用者等

を優先  

（目的）マクロ作成能力の習得 

（内容）マクロの概要、マクロの編集（実演） 等 

（習得スキル）エクセル・マクロを実装できる能力 

●調整中 

NEW 

NEW 

NEW 

NEW 

「DX推進スキル向上研修」と「DXファシリテーション研修」は、各部署とIT推進課が

二人三脚でDXを推進するための、連動した研修です。 
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特別区職員研修所実施研修 

特別区職員研修所が実施する研修は、職層・年齢等に関わらず、自分で学びたい研修を選

び、受講することができます。児童相談所やまちづくり等、職務に必要となる高度な専門知

識や技術を習得できるとともに、様々な課題や問題意識を持った他区職員との対話を通じて

刺激を受け、自分にはない視点や新たな気づきを得ることができる機会です。 

ポストコロナ時代における「新たな日常」の構築・定着の実現と行政サービスのさらなる

質の向上に向けては、職域毎に求められる知識や専門性の能力開発が重要です。特別区職員

研修所実施研修は自分自身の可能性を広げることができるチャンスです。  

専門的な知識や技術を習得する場として、積極的にお申込みください。 

■ 特別区職員研修所実施研修の流れ 

 

  開催通知 … 実施約２か月前に通知します。  

  受講希望 … 受講を希望する場合は、各課の研修担当を通じて、「研修生推薦書」 

         を人材育成係に提出してください。 

         ※必修研修の場合は推薦書の提出は不要です。 

  受講決定 … 受講希望者（個人宛て）及びその所属宛てに、研修の当落をメールで 

         お知らせします。 

        ※ 研修日の１週間前までに届かない場合は、御連絡ください。 

 受  講 … 前日までに庶務事務システムにて「旅行申請」をしてください。 

        ※旅費は各課で御対応ください 

        ※やむを得ない事由により研修を受講できなくなった場合や日程変更が 

        必要になった場合は、「研修生＜取消・変更＞通知書」の提出が必要で 

        す。必ず事前に、電話で人材育成係まで連絡してください。                      

 受    講    後 … 研修報告書を作成し、指定期限までに人材育成係に提出してください。 

   

   ▶研修の手続きに関する様式 

   各手続きに必要な様式は、ポータルサイト（desknet’s  NEO）に掲載しています。 

  「文書管理 ▶ 01所属別フォルダ ▶ 04総務部  ▶ 002人事課 ▶ 02人材育成係 ▶ 01研修関係様式」 

研修対象者  一般職員・任期付職員・会計年度任用職員 

※本人の業務に関係する研修に関しては研修扱いとなります。 

経費負担   研修受講料・テキスト代は人事課で負担します 

※研修扱い場合の旅費及び研修が勤務時間外に開催される場合の超過勤務手当は、各課で負担して 

ください。 

 

【自主勉強の取り扱い】 

本人の業務に関係しないが、自己啓発のために研修に参加したい場合も、受講は可能です。その場 

合は、旅費は研修生の自己負担とし、勤務時間内に受講する場合は、年次有給休暇等の取得が必要 

です。 

Ⅱ－01 研修案内 
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研修案内 Ⅱ－01 
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Ⅱ－01 研修案内 

28



研修案内 Ⅱ－01 
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Ⅱ－ 02 支援制度 

職場研修助成 

 必要な専門知識や技術を高めるために、各職場が実施する研修費用を助成します。職場全

体の専門性を高める、「学び」「育てあう」職場環境づくりに取り組みましょう。 

 なお、「職員提案研修」は、職員の主体性を高めながらより広く必要とされる知識や課題

解決を図る力を育成する研修で本助成と棲み分けて実施します。 

 

＜ 助成基準 ＞ 

 ①所属長が具体的必要性と自主性に基づき所属で実施する研修であること。 

 ②区、特別区職員研修所及び都が実施する研修では代替できない内容であること。    

＜ 助成内容 ＞ 

 ①講師謝礼（報償費） 

 ②その他総務部長が必要と認める経費（委託料、役務費） 

＜ 申請方法等 ＞ 

 詳しくは、ポータルサイト（desknet’s NEO）に掲載しています（上記参照）。 

 新しい知識やスキルの習得は、業務プロセスの効率化や新たな価値への創造につながりま

す。人事課では、専門知識やスキル習得に向けて積極的にチャレンジする職員が踏み出す一

歩をサポートし、ステップアップを支援する制度を「サポートプラス」と称して６つの事業

を実施しています。ぜひ、ご活用ください！  

自己啓発助成 

→P32参照 

職場研修助成 

→下記参照 

国・民間企業等 

外部機関実施研修 

への派遣 
→P31参照 

先進自治体施策 

調査研究 

→P31参照 

自主研究・勉強 
グループ活動支援 

→P34参照 

貸出図書 

→P34参照 

サポートプラス 

サ
ポ
ー
ト
プ
ラ
ス 

 Ｒｅｎｅｗａｌ！ 

ポータルサイト（desknet’s NEO） 

文書管理 ▶ 01所属別フォルダ ▶ 04総務部 ▶ 002人事課  

▶ 02人材育成係 ▶ 04サポートプラス（支援制度）  

申請方法等 

詳しくは 

〈 〈 
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支援制度 Ⅱ－02 

国・民間企業等外部機関実施研修への派遣  

 国や民間企業で実施する、先進事例などの情報や、高度で専門的な知識・スキル習得のた

めの研修会やセミナーの参加にかかる費用を負担します。 
 

＜ 派遣対象研修 ＞ 

・人事課から情報提供する外部機関実施研修 

・国や民間等外部機関より直接各所属に情報提供される研修会・セミナー・会議等 

＜ 派遣基準 ＞ 

 ①各所属の職務に直接的に関連する内容であること。 

 ②区、特別区職員研修所及び都が実施する研修では代替できない内容であること。 

 ③各所属予算での対応が不可能であること。 

 ④原則、1つの研修等につき1名のみの参加とすること。 

 （参加した職員が所属にて知識を共有することを前提としています） 

＜ 助成内容 ＞ 

 参加に係る費用及びテキスト代 

＜ 申請方法等 ＞ 

 「研修生推薦書」に、受講する研修等の概要（実施主体、内容、時間、費用など）が分か 

 る資料及び参加理由を添えて人材育成係に提出 

 ※詳しくは、ポータルサイト（desknet’s NEO）に掲載しています（P30参照）。 

先進自治体等への派遣  

 先進的な取組を行っている自治体等へ派遣し、対応手法等を学び、積極的に区政課題解決

に取り組む職員を支援します。  
 

＜ 派遣対象 ＞ 

 区政課題の解決に向け、他自治体等における先進的な施策の視察が必要なもの 

 ※内容に関する審査があります。 

＜ 審査基準 ＞ 

 ①区において重要かつ緊急に対応すべき課題であること。 

 ②先進自治体への研究（視察）の必要性が認められること。 

 ③研究先は妥当であること。 

（区との間に地域特性などの共通点があるか、区の実情に即し研究成果の活用が可能か等） 

 ④研究成果の事業への反映、活用方法が明確になっていること。 

 ⑤研究に対する熱意や意欲があると認められること。 

＜ 助成内容 ＞ 

 派遣に係る経費（近接地外旅費） 

＜ 申請方法等 ＞ 

 派遣前に手続きが必要です。 

 ※詳しくは、ポータルサイト（desknet’s NEO）に掲載しています（P30参照）。 
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Ⅱ－02 支援制度 

自己啓発助成 

■リニューアル内容 

  

  令和５年度 
  

令和６年度から 

対
象
講
座 

  
「いたばしNO.1実現プラン2025」
の重点戦略及び実施計画に関連し
た、特に職務に生かすことができ
る資格取得のための対策講座 

  
「いたばしNO.1実現プラン2025」改訂版
の重点戦略・実施計画・経営革新計画等
に関連した、特に職務に活かすことがで
きる、別に定めた資格（右表参照）の取
得に必要な講座  

助
成 

対
象 

  講座の受講料・入学金 
  受講料・入学金・資格試験受験料 

※資格試験受験料のみは対象外 

助
成
金
額 

  ①受講料・入学金が10万円を超え
る講座→10分の２を乗じて得た額 

（上限10万円） 
 

②受講料・入学金が10万円未満の
講座→２分の1を乗じて得た額 

（上限２万円） 

  
①資格取得者 
→助成対象合計額の２分の１に乗じて得
た額（上限80万円） 
 
②資格未取得者 
→助成対象合計額に２分の１に乗じて得
た額（上限40万円） 

 ■助成制度の概要 

＜ 対象者 ＞ 

 ①任期に定めのない常勤職員 ②任期に定めのある職員で任期が１年を超える者 

＜ 助成対象講座 ＞ 

 「2025計画 改訂版」の重点戦略・実施計画・経営革新計画等に関連した、特に 

 職務に生かすことができる、別に定めた資格の取得に必要な講座    

＜ 助成内容 ＞ 

 ①資格取得者：助成対象合計額に２分の１を乗じて得た額（上限80万円） 

 ②資格未取得者：助成対象合計額に２分の１を乗じて得た額（上限40万円）  

  ※資格未取得者として助成金の交付を受けた翌年度から３年度以内に資格を取得した  

  場合は、資格取得者の助成金額と既交付額との差額を支給します。ただし、交付申請 

  及び請求の際に＜対象者＞に該当する職員に限ります。 

＜ 申請方法等 ＞ 

 受講を希望する講座の開講前に人事課へ相談のうえ、助成対象者登録の申請が必要です。 

   ※詳しくは、ポータルサイト（desknet’s NEO）に掲載しています（P30参照）。 

 自発的に民間教育機関等が実施する通信または通所の資格取得に必要な講座を受講し、 

修了した職員に受講料等の一部を助成することで、「自ら学ぶ」職員を応援します。 

 

令和６年度より、助成率や助成上限額の拡大に加え、助成対象とする 

資格を明確にすることで、より利用しやすい制度にリニューアルしました。 

ぜひ、ご活用ください！ 
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■助成対象とする資格一覧   

 より多くの職員が制度を利用しやすくなるよう、助成対象とする資格を定めました。なお、定め

のない資格については、都度関係部署と協議のうえ総務部長が決定します。 

資格名称  

あ 

行 

ITパスポート試験 

さ 

行  

情報処理安全確保支援士 

ITサービスマネージャ試験 情報セキュリティマネジメント試験 

ITストラテジスト試験 精神保健福祉士 

Excel VBAスタンダード 造園施工管理技士（１級、２級） 

Excel VBAベーシック 測量士 

絵本専門士 測量士補 

エンベデッドシステムスペシャリスト試験 宅地建物取引士 

た 

行 

応用情報技術者試験 データベーススペシャリスト試験 

か 

行 

外国語に関する検定※日常会話以上 電気工事士（第一種、第二種） 

管工事施工管理技士（１級、２級） 電気工事施工管理技士（１級・２級） 

技術士 電気主任技術者（第一種、第二種、第三種） 

基本情報技術者試験 統計検定（２級以上） 

建築基準適合判定資格者 統計検定 専門統計調査士 

建築士（一級、二級） 統計検定 データサイエンス（発展、エキスパート） 

建築施工管理技士（１級、２級） 統計検定 統計調査士 

公園管理運営士 図書館司書 

公共工事品質確保技術者（Ⅰ、Ⅱ） 土地家屋調査士 

公認心理師 土木施工管理技士（1級、２級） 

コンクリート診断士 
な 

行 

日商簿記検定（３級以上） 

さ 

行 

JPIC読書アドバイザー 認定ファシリティマネージャー 

システムアーキテクト試験 ネットワークスペシャリスト試験 

システム監査技術者試験 

は 

行  

秘書技能検定（２級以上） 

社会教育主事 ファイナンシャル・プランニング技能士（３級以上） 

社会福祉士 プロジェクトマネージャ試験 

社会福祉士実習指導者 補償業務管理士 

樹木医 ら 

行 

臨床心理士 

消防設備士（甲種、乙種） 臨床発達心理士 

支援制度 Ⅱ－02 
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自主研究・勉強グループ活動支援  

 公務では得られにくい外部人材等の専門知識や経験を取り入れ、研究・勉強をする職員の

自主的グループの活動を支援します。 

＜ 対象 ＞ 

 次のすべての要件を備えているグループが対象です。 

 ①板橋区職員５名以上で構成し、かつ板橋区職員が過半数を占めること。 

 ②グループの構成員が自由に加入し、退会できること。 

 ③活動は勤務時間外であり、業務遂行に支障のないこと。 

 ④研究・勉強の内容が、板橋区政に関する事項又は、職務に関する高度な専門知識 

  若しくは技術の習得により職員の資質向上に役立つものであること。 

＜ 内容 ＞ 

 ①講師派遣 

  次のすべての要件を備える研究会・勉強会（以下勉強会）には、グループから 

 の要請により、講師を派遣し、その講師謝礼について人事課が負担します。 

 板橋区の実施計画等に関連した効率的な区政経営の推進及び区民サービスの向上、 

 又は、職務の専門性を高め職員としての資質の向上に役立つ勉強会であること。 

 講師謝礼が板橋区講師謝礼支払基準表に定める支払額の範囲内であること。ただし、 

 国家公務員と地方公務員が講師となる場合は区長が特に認めたときに限る。 

 ②図書・資料等の貸し出し 

  人材育成センター、人事課が管理する参考図書、並びに研修機材を公務に支障のない 

 範囲で貸し出します。 

＜ 助成内容＞ 

 講師謝礼（報償費）※１グループ年間上限５万円 

＜ 申請方法等 ＞ 

 詳しくは、ポータルサイト（desknet’s NEO）に掲載しています（P30参照）。 

図書の貸出し 

  自己研鑽、知識・能力向上のため、人材育成に関る図書の貸出しを行っています。貸出図

書の一覧は、ポータルサイト（desknet’s NEO）に掲載しています。 

 御覧になりたい本がありましたら、人材育成係へお問い合わせください。 

 

【貸出図書一覧データ格納場所】 

「文書管理 ▶ 01所属別フォルダ ▶ 04総務部 ▶ 002人事課 ▶ 02人材育成係  

 ▶ 04サポートプラス（支援制度） ▶ 06貸出図書」 

  【令和５年度に新たに加わった書籍】 

 □＜イラスト＆図解＞社会人１年目の仕事とマナーの教科書 

 □ChatGPTで経営支援 強い組織の築き方 

 □問題解決プロフェッショナル「思考と技術」             

   □誰でも作れるセンスのいいパワポ PowerPointデザインテクニック 

□事例で学ぶChatGPT最強の仕事術 

□生成ＡＩ導入の教科書 

□初心者のための PowerPoint 2021 

□考える技術・書く技術 

Ⅱ－02 支援制度 
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Ⅲ  

 

人事施策 

 
         01 次代を担う人づくり 

         02 人事制度 

         03 女性活躍推進 

         04 他自治体や都・民間等への派遣 

         05 健康管理 
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次代を担う人づくり Ⅲ－ 01 

人材確保の推進・効果的な人事配置・職員定数の適正化  

就職先として選ばれる 

自治体となるための取組 

 働きやすい職場環境の醸成 

 （業務改善、テレワークの推進、ハラスメントの断絶、相   

  談体制の充実等） 

 定期的な就職相談会の実施（個別相談、区の魅力発信） 

 大学や専門学校等との連携 

 中学生等へのキャリア支援（区役所業務や区職員として

のやりがい紹介） 

 イベントや広告媒体を活用した区業務の紹介・職員募集 

 自己啓発助成制度のリニューアル（P32参照） 

 

効果的な人事配置による

人材活用の推進 

 複線型人事制度（P37参照）やエキスパート職員認定制

度（P38参照）の充実・役割の明確化 

 適性検査の実施、業務適性を踏まえた人事配置の実施 

 

職員定数の適正化 
業務量に見合った適正な職員の定数管理 

※全所属の業務量確認及び次年度の必要人数のヒアリング等 
 

 持続可能な区政経営の実現をめざして、人材確保の取組を推進しつつ、職員の専門性や能

力を発揮できる効果的な人事配置に取り組みます。また、時代の変化や行政需要を的確にと

らえた事務事業を着実に実現していくため、職員定数の適正化を推進していきます。 

■取組内容 
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複線型人事制度  

 自らの得意分野を磨き、専門性を発揮し、課・係の目標達成、後継職員の育成や指導を通

した知識の継承と生産性の向上に貢献したい職員を支援する制度です。 

対象職員 

２つ以上の職場経験があり、原則として応募する分野に関連する経験を有している課長

補佐以下の職員（分野により対象職種あり） 

※分野の経験を有していない場合でも当該分野に関連して秀でた特性等がある場合に

は、認定者として認められる場合があります。 

目的 
自らの適性を活かし、特定の専門・得意分野を持つ人材を育成・活用し、組織力を向上

させ、区の課題解決を図る。 

認定効果 分野に関連する部署や分野の経験や知識を活かせる部署に異動する。 

認定期間 

・認定期間は分野の特性を踏まえ決定する。 

・認定期間中は異動基準が適用されない場合がある。 

・認定は取り消される場合がある他、認定の継続を辞退することも可能。 

応募の流れ  

12月上旬頃 所属長へ申込書提出〆切【新規申込者】【既認定者】 

12月下旬頃 人事課へ申込書提出〆切【新規申込者】【既認定者】 

翌１月中旬～ 

下旬頃 

（不明点等がある場合） 

人事課から電話確認又は面接【新規申込者】【既認定者】 

２月下旬頃 認定結果発表 ※所属長経由で発表予定 

№ 対象分野 主な業務内容 対象職種 

① 財務 事務 

② IT 事務 

③ 
区民窓口 

（税務・住基・保険） 
事務 

④ 福祉 事務 

学校教育 ⑤ 事務 

法務 ⑥ 事務 

⑦ 社会教育 事務 

⑧ まちづくり 
事務・建築 

土木・造園 

ファシリティ 

マネジメント 
⑨ 

事務・建築 

機械・電気 

■対象分野・対象職種 

■制度概要 

Ⅲ－ 02 人事制度 
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エキスパート職員認定制度  

 現在の職場での専門知識・経験・熱意を職場に還元し、組織全体の専門知識・技術の向上

に貢献したい職員を支援する制度です。 

■認定前後のイメージ 

対象職員 

３つ以上の職場経験があり、応募時の所属で職務経験を６年以上有している主任・係員

の事務職で下記の目的を達成できる者（応募時６年目を含む） 

※同一課であっても、出先⇔本庁等所属係・環境・業務等が複合的に異なる場合には

「３つ以上の職場経験」として認められる場合があります。 

目的 
人事異動基準に定める異動年限を長期化し、組織の先進的な取組のけん引や 

他職員に対する知識の継承を推進する。 

認定効果 応募時の所属における異動年限を10年とします。 

認定期間 認定は取り消される場合がある他、認定の継続を辞退することも可能。 

応募の流れ  

12月上旬頃 所属長へ申込書提出〆切【新規申込者】【既認定者】 

12月下旬頃 人事課へ申込書提出〆切【新規申込者】【既認定者】 

翌１月中旬～ 

下旬頃 

（不明点等がある場合） 

人事課から電話確認又は面接【新規申込者】【既認定者】 

２月下旬頃 認定結果発表 ※所属長経由で発表予定 

■制度概要 

Ⅲ－02 人事制度 
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女性活躍推進   

他自治体や都・民間等への派遣   

 他自治体や都・民間等への派遣を通じて、専門的な知識・経験を有する職員の育成を図る

とともに、外部団体との関係構築やノウハウの還元を目的とした派遣制度です。 

派遣先や期間、対象職員の要件等の詳細については、別途お知らせします。 

＜派遣研修の実績＞ 

・東京都総務局 ・東京都都市整備局 ・東京都建設局 

・独立行政法人都市再生機構（UR都市機構） ・公益財団法人東京都道路整備保全公社 など 

〈派遣申込の流れ〉 

  募集 … 毎年12月～1月頃に人事課より「派遣研修のお知らせ」をインフォメーションに掲 

       載します。   

       申込 … 派遣を希望する場合は、お知らせに添付されている「申込書」に必要事項を記入の  

       うえ、人事課に提出してください。 

 面接 … 面接で選考を行います。 

 発表 … 異動内示で発表します。 

   ※募集する派遣先によって申込の流れは異なる場合があります。詳細については、「派遣研 

    修のお知らせ」を御確認ください。 

Ⅲ－ 03 女性活躍推進  04 他自治体や都・民間等への派遣 

 誰もが働きやすい職場の実現に向けて、女性活躍、働き方改革の推進に積極的に取り組ん

でいます。 

テレワークの導入 

職場と同じ環境で在宅勤務が

可能となる環境の整備 

昇任に関する相談室の整備 
 

女性の健康サポート 

出生サポート休暇 男性の育児休業取得促進 

上記取組の他、働きやすい職場環境を実現するための様々な方策を実施しています。詳細は

第４期特定事業主行動計画を御参照ください。 

ポータルサイト（desknet’sNEO） ▶ 文書管理 ▶ 01 所属別フォルダ ▶ 04 総務部 

 ▶ 002 人事課 ▶ 01 人事係 ▶ 17 特定事業主行動計画  ▶ 第４期特定事業主行動計画  

女性の健康課題（月経・更年

期等）に関する保健室での相

談、啓発 

不妊治療に係る通院のための

休暇の活用 

昇任等に関する不安等を匿名で

相談できる電子会議室を運営 

通常の勤務時間（A・Ｂ勤

務）とは異なる時間帯の導入 

時差勤務の導入  

男性職員が育児休業を取得し 

やすい環境の整備 
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健康管理 Ⅲ－ 05 

健康管理 

 職員の健康を促進することは、組織としての価値向上へつながるという「健康経営」の理

念のもと、職員が安心して働ける職場環境の実現と、ヘルスリテラシーの高い人材の育成を

めざし、職員の健康づくりに取り組んでいます。 

 ＜ヘルスリテラシー＞ 

 職員が健康に関する正しい知識を持ち、それを実践できる能力  

 心身ともに健康に保つための支援と、職員が安心して働ける職場

環境の実現に向けて、健康診断やストレスチェック、健康相談、メ

ンタルヘルス研修等の取組を展開しています。 

●健康診断 

●健康管理能力を 

 高める研修  

●職員健康相談  ●ストレスチェック      

 

スキル習得  職層に必要なメンタルヘルスケア 基礎知識 

採 用 

２年目 

採 用 

７年目 

係長職 

３年目 

管理職 

１年目 

セルフケア研修 

自身のストレスケア 

メンタルタフネス研修 

ストレス耐性を高める 

メンタルヘルス研修 

職場の

メンタルヘルス研修 

特別区実施 

健康の促進 

モチベーション向上 

高いパフォーマンス 

休職率の低下 

離職率の低下 

区民サービスの向上 

健康経営 
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Ⅳ  

 

各職場での具体的取組  
 

            01 目標による管理制度 

            02 ＯＪＴの強化 

            03 各部門の取組 
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目標による管理制度の活用  

「目標による管理」は、組織目標の達成に向けて、職員一人ひとりが主体的に行動し、自

らの役割を認識するとともに、職務改善や能力開発の実現と、係一丸となって目標達成をめ

ざす組織風土を醸成することを目的としています。また、人事評価制度における「業績評価」と

連携し、能力と業績を公正に把握することで、より高い能力を持った職員の育成を期待できます。   

目標による管理制度を活用し、「自ら考え、行動する職員」をめざしましょう。 

Ⅳ－01 目標による管理制度 

部目標（経営方針） 

課目標（経営方針） 

区の経営方針 

制度の目的 
 

各人の目標の目
的・位置づけを
明確にし、個人
目標の達成を組
織目標や経営方
針の実現に直結
させる。 

組
織
目
標 

目標設定の視点に基づいて作成
し、上司または部下と十分なコ
ミュニケーションを図ることに
より、目標設定、職務遂行過程
の課題等の共通認識を持ち、組
織目標の達成に向けた主体的な
取組につなげる。 

個人目標の達成状況を踏まえ、
中間申告及び最終申告時に自己
採点を行うことにより、職員一
人ひとりの状況に合わせた人材
育成につなげる。 

係目標達成計画シート 

【様式１】 

個人目標達成計画シート 

【様式２】 

■目標の連動イメージ 

■実施スケジュール 

 

3月 

 

4月 

 

8月 

 

12月 

 

 

1月 

2月 

 

3月 

係目標達成計画シート【様式１】 

 
当初申告 

【各係長・主査】係目標を入力 

【係長級以下の全職員】個人目標を入力 

【各課長・係長】進捗状況の把握 

 

中間申告 

【全職員】年度末に向けての取組について助言及び   

     情報共有 

 

最終申告 

【各係長・主査】３月31日見込みの係目標の達成状 

     況を入力 

  

【各課長・係長】課長所見及び係長所見を入力 

【全職員】次年度に向けての課題共有及び係目標検討 

個人目標達成計画シート【様式２】 

 
 

 

 

 

 

 

 

【係長級以下の全職員】 

  12月１日時点の状況及び自己採点を入力 

 

 

【係長級以下の全職員】 

  ３月31日見込みの状況及び自己採点を入力 

目標による管理制度の手引きは、ポータルサイト（desknet’s NEO）に掲載しています。 

「文書管理 ▶ 01所属別フォルダ ▶ 04総務部 ▶ 002人事課 ▶ 02人材育成係 ▶ 02「目標による 

管理」関係様式 
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OJTの強化 

ＯＪＴの強化 

 職場は、単に業務遂行の場ではなく、職員の育成・成長の場であり、職務を通じた指導・

育成（OJT）は、人材育成の基本です。 

 板橋区では、OJTは「上司や先輩」が「部下や後輩」に対して行うだけのものではなく、

「職員が相互に」行うものとしています。 

 特に、新任職員は未知の仕事や人間関係などの不安を抱えているため、職場全体で活発な

コミュニケーションをとり、相手の状況を理解、職場全体できめ細やかなOJTを行っていく

必要があります。 

 職員一人ひとりが、OJTを通じて自らが持つ「知識・技術」や「経験」を後輩職員及び同

僚に継承するとともに、自らの成長と職場の活性化につなげましょう。 

OJTとはなんですか？ 

職場の実践指導・教育を通して業務知識やノウハウ等を 

習得する方法です。 

新任職員にとって良いOJTの例は？ 

精神面と業務面の二つの視点を意識して支援することで、 

良いOJTに繋がります。 

OJTを実施するための支援制度等はありますか？ 

①職場研修助成制度、先進自治体への派遣制度、国・民間企業等外部機関 

 実施研修への派遣等、各種支援制度があります。 
 ※詳細はP30～P31を御覧ください。 

▶ 豊富な経験を持つ職場の上司や先輩・同僚が、 

▶ 後輩や若年層、異動１年目の職員などに対し、 

▶ 実際の業務を題材に、 

  “見せて、教えて、一緒にやってみて、やらせてみて、アドバイスして” 

▶ 知識や技術、ノウハウを伝えていきます。 

悩みや相談に乗り、精神的支援をする 
 

 不安に思うことの相談を受ける、仕事への向

き合い方を伝える、声かけして孤立させないな

ど 

精神面 

自身の知識や技術、ノウハウ等を伝え、 
業務指導を行う 

 業務知識、コピーの取り方、服装などのマ

ナー、庁舎案内、PCの使い方、など 

業務面 

②職場でのOJTを円滑に進めるため、OJTトレーナー研修を実施しています。  
 ※詳細はP21を御覧ください。 

Ⅳ－02 
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 母子保健事業の取組 ～先進自治体施策調査研究の実施～ 

 母子保健事業のデジタル化・こどもデータの連携の推進に向け、「母子保健」「児童福祉」

「DX推進」の各分野が抱える課題解決を図るために、先進自治体である広島県と広島県府中

町へ、４課合同で視察を行いました。ここでは、その取組について紹介します。 

背景 

令和４年６月に成立した改正児童福祉法で、全ての妊産婦、子育て世代、子どもへ

一体的に相談支援を行う機関として、令和６年度以降「こども家庭センター」を各

市町村に設置することが努力義務として定められた。  

課題 

こども家庭センターとして機能するために、解決すべき課題 

➊保健分野を担う健康福祉センターの

主要業務である相談・訪問・健診が、

紙カルテ（一部OCR導入）で管理され

ており、業務全般の電子化が進んでい

ない。 

➋母子保健・児童福祉の各部署がそれぞれ

異なるシステムを導入しているため、健康

福祉センターと子ども家庭総合支援セン

ターとの情報共有がアナログな手段でなさ

れており、迅速な対応が難しい。 

  

研究 

内容 
  (抜粋） 

 

母子保健業務システム（ネウボラかるて）

の仕組と成果、課題 について 

 

「子どもデータ統合システム」による予防的支

援事業の仕組と成果、課題について  

広島県府中町は、母子保健業務において全国で初めてタブレット

を使用して訪問先や健診会場で情報を入力・閲覧できる業務シス

テムを導入し、すべての母子保健情報をデジタル化している。ま

た、平成30年度から広島県のモデル事業「子供の予防的支援構築

事業」に参加し、関係部署にまたがる「子どもデータ統合システ

ム（※）」を整備してリスクの早期把握、虐待予防に取り組んで

いる。 

 

※福祉（母子保健、児童虐待、児童扶養手当、生活保護）や教育（出

欠席、保健室来室記録）等、関係部署が持つ情報を統合しリスクデー

タを分析するシステム。分析結果を参考に関係者が協議し、必要に応

じて予防的な支援を行う。 

広島県 

広島県府中町 

視察先 

母子保健事業の【デジタル化】【こどもデータの連携】の推進 研究課題 

研 究 課 
高島平健康福祉センター・健康推進課・ 

援助課（子ども家庭総合支援センター）・IT推進課 

Ⅳ－03 各部門の取組 
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建設系技術職員育成・活用検討会の取組 

 公共施設の更新、駅周辺のまちづくり、魅力ある公園づくりを始めとして数多くの大規模

事業を抱える板橋区において、建設系技術職員（土木造園職、建築職、機械職、電気職）

は、これらの事業の中心的な役割を担っていく必要があります。  

 建設系技術職員育成・活用検討会は、平成30年度に人材育成推進委員会の下部組織として

発足しました。 

 まちづくりの進展や公共施設の再整備などの事業に適切に対応するため、技術職の中でも

建設系技術職員（土木造園職・建築職・機械職・電気職）に特化して人材育成・活用検討に

取り組んでいます。 

各部門での取組 Ⅳ－03 

先進的な取組を行っている自治体等へ派遣を支援します（P31参照）。ぜひ、ご活用ください！ 

課題❶に対して 課題❷に対して 

気づき 

・ 

成果 

  (抜粋） 

 ネウボラかるての「予約・問診機

能」については、板橋区では現在

検討中のLoGoフォームで一部、実

装可能であると考える。 

 実際には、紙の方が効率的な場面

もあることなど運用上の都合で紙

との併用が残っていることを知る

ことができた。 

 住民サイト（事前問診システム）

のWeb回答は100％であり、住民に

とっての利便性が高い。 

 システム構築には標準化による改修が

必要になる。二重投資をさけるため、

構築時期については標準化後に行った

方が良いと考える。 

 ＡＩに完全に依存するのではなく、保

健師の知識と経験についても判定基準

として考慮している。 

 ネウボラかるての一部機能については

キントーンでの構築も可能ではあるも

のの、システム構築後の運用負荷まで

考慮すると、ネウボラかるて導入と比

較検討する必要がある。 
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資料１ 関係法令                        

地方公務員法（抄） 

（研修） 

第３９条  職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなけ

ればならない。 

２ 前項の研修は、任命権者が行うものとする。 

３ 地方公共団体は、研修の目標、研修に関する計画の指針となるべき事項その他研修に関する

基本的な方針を定めるものとする。  

４ 人事委員会は、研修に関する計画の立案その他研修の方法について任命権者に勧告すること

ができる。  

 

特別区人事及び厚生事務組合規約（抄） 

（組合の共同処理する事務） 

第３条 この組合は、左に掲げる事務を共同処理する。 

 一 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）に定める特別区の人事に関する事務のうち、

次に掲げるもの 

  イ （略） 

  ロ 共同で実施する職員の研修に関する事務 

 

職員の職務に専念する義務の特例に関する条例（抄） 

（職務に専念する義務の免除） 

第２条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者（市町村

立学校職員給与負担法（昭和 23 年法律第 135 号）第１条に規定する職員にあっては板橋区教

育委員会）又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されること

ができる。ただし、地方公務員法第 22 条の２第１項に規定する会計年度任用職員にあっては、

次の各号に規定するもののうち、任命権者が別に定めるもののいずれかに該当する場合におい

て、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免

除されることができる。 

(1) 研修を受ける場合 

 

職員の勤務時間、休憩時間等に関する規程（抄） 

（研修期間中の勤務時間） 

第８条 研修命令により、正規の勤務時間の全部又は一部について研修を受ける職員については、

命令権者の別段の指示のない限り、研修期間中は、正規の勤務時間勤務したものとみなす。 
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職員の旅費支給規程（抄） 

（研修受講のための旅費） 

第１０条 職員が特別区職員研修規則（昭和５０年特別区人事・厚生事務組合規則第１５号）第

３条第１項に掲げる研修（これに準ずる研修を含む。）の受講のため旅行する場合に支給する旅

費は、別表第３のとおりとする。 
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職場研修助成要綱 
5 9 板 総 職 第 1 5 号 

昭和 59 年 3 月 15 日区長決定 

改正 平成 29 年 3 月 22 日 

改正 令和３年 3 月 31 日 

 
（目 的） 

第１条 この要綱は、課又は地域センター（以下「課等」という。）の所属長が具体的必要性と自

主性に基づいて当該課等において行う研修（以下「職場研修」という。）に対して、必要な経費

を助成することにより、職場研修の推進と定着化を図ることを目的とする。 

（助成の内容及びその額） 

第２条 助成の内容は、次の各号に掲げる経費とし、その額は当該各号のそれぞれ必要額の合計

額とする。 

⑴ 講師謝礼 

⑵ その他総務部長が必要と認める経費 

（助成の申請） 

第３条 職場研修を実施する所属長は、前条の助成を受けようとするときは、職場研修実施予定

日の２週間前までに、職場研修助成申請書（別記第１号様式）により総務部長に対し申請しな

ければならない。 

２ ２以上の課等が合同して職場研修を実施する場合にあっては、前項の申請は、当該課等のい

ずれかの所属長が行えば足りるものとする。 

（助成の決定） 

第４条 総務部長は、職場研修の実施計画の内容を審査のうえ助成の可否を決定し、前条の申請

をした所属長に対し職場研修助成決定通知書（別記第２号様式）により通知するものとする。 

（実施報告） 

第５条 助成を受けて職場研修を実施した所属長は、当該職場研修終了後、総務部長に対し職場

研修実施結果報告書（別記第３号様式）により、速やかに実施結果を報告しなければならない。 

（その他） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、昭和５９年４月１日から施行する。 

付 則 

この一部改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

付 則 

この一部改正は、令和３年４月１日から施行する。 
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板橋区職員自己啓発助成要綱  

４板総職第 618号 

平成５年３月 31日区長決定 

改正 平成 23年４月 １日 

改正 平成 29年３月 22日 

改正 令和 ２年４月 １日 

改正 令和 ４年４月 １日 

改正 令和 ５年４月 １日 

改正 令和 ６年４月 １日 

 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、職務の質を向上させるために必要な専門的な知識及び技術・技能の習得の

ため、自発的に民間教育機関等が実施する通信又は通所の資格取得に必要な講座を受講し、修

了した職員に対し、受講料等の一部を助成することにより、自己啓発の促進を図り、区政の発

展に寄与することを目的とする。 

 

（助成の対象者） 

第２条 助成を受けることのできる職員は、次に掲げる者とする。 

 （１）任期の定めのない職員 

 （２）任期の定めのある職員で任期が１年を超える者 

 

（助成対象講座） 

第３条 助成の対象となる講座（以下「助成対象講座」という。）は、区政の推進に有効であるも

のとして、総務部長が別に定めるものとする。 

２ 同一年度内に助成を受けられる講座は１職員につき１講座とし、過去に受講した講座の受講 

は認められない。 

 

（助成金の額等） 

第４条 助成金の額は、予算の範囲内で、次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額（その額に 100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とする。 

(１)資格取得者（助成対象講座の受講後から第８条１項の規定による交付申請及び交付請求を

行うまでの間に当該助成対象講座に係る資格を取得した者をいう。） 

受講料、入学金及び資格試験受験料の合計額に２分の１を乗じて得た額（その額が 80 万

円を超える場合にあっては、80万円） 

(２) 前号に掲げる者以外の者（以下「資格未取得者」という。） 

受講料、入学金及び資格試験受験料の合計額に２分の１を乗じて得た額（その額が 40万 

円を超える場合にあっては、40万円） 
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（助成対象者登録の申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする職員は、別に定める期日までに総務部長に助成対象者登

録の申請をしなければならない。 

 

（助成対象者登録の決定） 

第６条 総務部長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、助成対象

者登録の可否を決定し、その結果を、当該申請をした職員に通知する。 

 

（未修了等の報告） 

第７条 前条の規定により、助成対象者登録を可とする決定を受けた職員（以下「助成対象職員」

という。）は、当該決定を受けた日の属する年度内に助成対象講座を修了することができないと

き、又は助成対象講座の受講を中止したときは、助成を辞退する旨を速やかに総務部長に報告

しなければならない。 

 

（助成金の交付申請及び交付請求） 

第８条 助成対象職員は、助成対象講座を修了後、当該民間教育機関等が発行する修了証又はこ

れに類するもの及び第４条に定める助成対象となる費用の領収書等を添え、区長に助成金の交

付申請及び交付請求をすることができる。 

２ 助成対象職員のうち資格未取得者として助成金の交付を受けた者は、助成金の交付を受けた

翌年度から３年度以内に資格を取得した場合、第４条第１号に定める助成金と既交付額との差

額について、資格を取得したことがわかるものを添え、区長に助成金の交付申請及び交付請求

をすることができる。ただし、本文の規定による交付申請及び交付請求ができる者は第２条に

掲げるものに該当する者に限る。 

 

（助成金の交付） 

第９条 区長は、前条の規定による交付申請及び交付請求があったときは、その内容を審査のう

え、助成金の交付の可否を決定し、その結果を当該助成対象職員に通知するとともに速やかに

助成金を支払う。 

 

（決定の取消し） 

第 10条 区長は、助成対象職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、決定の全部又は一部を

取り消すことができる。 

 (１)偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 

(２)前号に掲げるもののほか、交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反した

とき。 

２ 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、その内容を速やかに当該職員に通知する。 

 

（助成金の返還） 

第 11条 区長は、前条第１項の規定により交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る
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部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができ

る。 

 

（資格取得の報告） 

第 12条 助成金の交付を受けた職員は、助成対象講座に関する資格を取得したときは、速やかに、

資格を取得したことがわかるものを添え、総務部長に報告しなければならない。 

 

（その他） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に総務部長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、昭和 59年４月１日から施行する。 

 付 則（平成５年３月 31日全部改正） 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

２ 改正前の通信教育受講助成要綱に基づき助成決定を受けた者については、改正前の要綱を適

用する｡ 

   付 則 

この一部改正は、平成 23年４月１日から施行する。 

付 則 

この一部改正は、平成 29年４月１日から施行する。 

   付 則 

 この一部改正は、令和２年４月１日から施行する。 

   付 則 

この一部改正は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

１ この一部改正は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 暫定再任用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第 63号）附則第４条 

第１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項又は第 

７条第１項若しくは第３項の規定により採用された職員をいう。）は、この要綱による改正後 

の板橋区職員自己啓発助成要綱第２条第２号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみな 

して、同要綱の規定を適用する。 

 付 則 

この一部改正は、令和６年４月１日から施行する。 
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板橋区職員自己啓発助成に係る基準等について 

 

 

１ 助成対象講座 

板橋区職員自己啓発助成要綱第３条により、助成対象講座は以下の基準とする。 

２で定める資格を取得するために必要な講座を対象とし、資格取得を主たる目的と 

 する講座に限る。なお、任期の定めのある職員については、そのうち現在の職務に特

に活かすことができる資格取得に必要な講座を対象とする。 

 ＜基準＞ 

「いたばし No.１実現プラン 2025」改訂版における重点戦略・実施計画・経営革新

計画等に関連した、特に職務に活かすことができる資格取得に必要な講座 

 

２ 対象となる資格 

  基準に該当する資格は別表に定める。別表に定めのない資格については、都度関係 

 部署と協議のうえ、対象の可否は総務部長が決定する。 

 

３ 受講要件 

  助成対象講座は別表に定める資格の取得に必要な講座であると同時に、以下の要件   

 を満たすこととする。 

（１）受講時間が原則として勤務時間外であり、かつ職務に支障を及ぼさないもの。 

（２）受講を修了したことが書面、メール等で確認できること。 

（３）（２）のほか、助成金交付申請及び交付請求に必要な添付書類が揃うこと。 

 

４ 助成金の額等 

 （１）助成金の額は板橋区自己啓発助成要綱第４条に定める額とする。 

 （２）助成対象講座を受講しない場合における資格試験受験料や、それに類する費用  

     については助成金の対象としない。 

 （３）受講料は民間教育機関等が指定した受講に必要な費用のことをいい、受講料に 

含まれるものや、講座案内、請求書及び領収書等で受講に必要であることが明記

され、その明細がわかるものとする。通所に必要な交通費は助成対象としない。 

 

５ 助成対象者登録の申請 

 （１）助成対象者登録の申請は、通知等で定める期日までに、受講を希望する講座の 

開講前に人事課へ事前に相談のうえ、行うものとする。 

 （２）申請にあたっては、資格取得後に能力開発や能力活用のため、人事配置の参考 

資料として活用することに同意するものとする。 
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（３）申請にあたっては、助成を受けた後も板橋区の職員として継続して勤務するこ

とを以下のとおり確認する。 

ア 任期の定めのない職員 

助成を受けた年度、及び翌年度から５年度が経過する日まで 

    イ 任期の定めのある職員 

      助成を受けた後から任期満了まで 
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【別紙】

板橋区自己啓発助成　助成対象講座の対象となる資格
※50音順

資格名称 備考（※は対象となる級、種類など）

1 ITパスポート試験
2 ITサービスマネージャ試験
3 ITストラテジスト試験
4 Excel VBAスタンダード
5 Excel VBAベーシック
6 絵本専門士
7 エンベデッドシステムスペシャリスト試験
8 応用情報技術者試験
9 外国語に関する検定 ※日常会話以上（例：英検は準２級以上）

10 管工事施工管理技士 ※１級、２級

11 技術士
12 基本情報技術者試験
13 建築基準適合判定資格者
14 建築士 ※一級、二級

15 建築施工管理技士 ※１級、２級

16 公園管理運営士
17 公共工事品質確保技術者 ※Ⅰ、Ⅱ

18 公認心理師
19 コンクリート診断士
20 JPIC読書アドバイザー
21 システムアーキテクト試験
22 システム監査技術者試験
23 社会教育主事
24 社会福祉士
25 社会福祉士実習指導者
26 樹木医
27 消防設備士 ※甲種、乙種

28 情報処理安全確保支援士
29 情報セキュリティマネジメント試験
30 精神保健福祉士
31 造園施工管理技士 ※１級、２級

32 測量士
33 測量士補
34 宅地建物取引士
35 データベーススペシャリスト試験
36 電気工事士 ※第一種、第二種

37 電気工事施工管理技士 ※１級、２級

38 電気主任技術者 ※第一種、第二種、第三種

39 統計検定　 ※２級以上

40 統計検定　専門統計調査士
41 統計検定　データサイエンス ※発展、エキスパート

42 統計検定　統計調査士
43 図書館司書
44 土地家屋調査士
45 土木施工管理技士 ※１級、２級

46 日商簿記検定 ※３級以上

47 認定ファシリティマネージャー
48 ネットワークスペシャリスト試験
49 秘書技能検定 ※２級以上

50 ファイナンシャル・プランニング技能士 ※３級以上

51 プロジェクトマネージャ試験
52 補償業務管理士
53 臨床心理士
54 臨床発達心理士

ら
行

あ
行

か
行

さ
行

た
行

な
行

は
行
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板橋区先進自治体施策調査研究実施要綱 
 

平成 26 年 8 月 11 日区長決定 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、板橋区職員を先進的な施策に取り組む自治体等に派遣し、広い視野の養成

と意識改革、政策形成能力の向上及び区政への成果の反映を目的とする先進自治体施策調査研

究（以下「研究」という。）の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（研究課題） 

第２条 研究課題は、区政に関連する諸課題で、他の自治体等における先進的な施策の視察が必

要なものとする。 

（対象職員） 

第３条 対象職員は、板橋区職員とする。 

（申請） 

第４条 研究を希望する者は、別に定めるところにより総務部長に申請しなければならない。な

お、申請にあたっては所属長の推薦を必要とする。 

（研究生） 

第５条 研究生は、前条の申請者のうち、総務部長が選考により決定した者とする。 

（服務） 

第６条 服務の取扱いは研修とする。 

（旅費の支給） 

第７条 研究に係る旅費については、別に定めるところにより支給する。 

（報告書） 

第８条 研究生は、研究終了後３０日以内に報告書を作成し、所属長を経由して総務部長に提出

しなければならない。 

（その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が定める。 

 

付 則 

この要綱は、平成 24年 11月 1日から施行する。 

 

この一部改正は、決定日より施行する。 
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自主研究・勉強グループに対する活動支援要綱  

 

２ 板 総 人 第 8 1 1 号 

令和３年３月 25 日区長決定 

 

（目 的） 

第１条 この要綱は、公務では得られにくい外部人材等の専門知識及び経験を取り入れ、研究・

勉強を行っている職員の自主的グループ（以下「グループ」という。）の活動を支援すること

により、板橋区職員としての資質の向上を図り、もって板橋区政の効率的な推進及び区民サー

ビスの一層の向上に役立てることを目的とする。 

（対 象） 

第２条 支援の対象となるグループは、次のすべての要件を備えていなければならない。 

⑴ 板橋区職員５名以上で構成し、かつ板橋区職員が過半数を占めること。 

⑵ グループの構成員が自由に加入し、退会できること。 

⑶ 活動は勤務時間外であり、業務遂行に支障のないこと。 

⑷ 研究・勉強の内容が、板橋区政に関する事項又は職務に関する高度な専門知識若しくは技

術の習得により職員の資質向上に役立つものであること。 

（支援の内容） 

第３条 区長は、グループが実施する研究会・勉強会等（以下「勉強会」という。）において、

次のすべての要件を備える場合には、グループからの要請により、講師を派遣し、その講師謝

礼について負担する。 

⑴ 板橋区の実施計画等に関連した効率的な区政経営の推進及び区民サービスの向上又は職務

の専門性を高め職員としての資質の向上に役立つ勉強会であること。 

⑵ 講師謝礼が板橋区講師謝礼支払基準表に定める支払額の範囲内であること。ただし、国家

公務員又は地方公務員が講師となる場合は、区長が特に認めたときに限り支払うものとす

る。 

２ 区長は、勉強会について、グループの構成員以外の板橋区職員の参加が可能な場合には、区

のポータルサイト等で周知することができる。 

第４条 区長は、グループからの要請により、人材育成センター、人事課が管理する参考図書及

び研修機材を、公務に支障のない範囲で貸し出しすることができる。 

（支援の金額） 

第５条 支援の金額は、予算の範囲内で１グループ年間（年度内）合計５万円を限度とする。 

（支援の申請） 

第６条 グループの代表者は、第３条に規定する支援を受けようとするときは、毎年度６月末日

までに、区長に対し、自主研究・勉強グループ活動支援申請書（別記第１号様式）を提出しな

ければならない。 

２ グループの代表者は、第４条に規定する支援を受けようとするときは人事課と協議するもの

とする。 
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（支援の決定） 

第７条 区長は、第３条に規定する支援の申請があったときには、板橋区政への貢献度、職務へ

の活用度等を総合的に判断し、支援の可否、支援の条件及び支援金額を決定し、結果は、自主

研究・勉強グループ活動支援決定通知書（別記第２号様式）によりグループの代表者に通知す

るものとする。 

（支援申請内容の変更） 

第８条 グループの代表者は、第６条の規定により申請した内容に変更があったときには、自主

研究・勉強グループ活動支援申請内容変更届（別記第３号様式）を提出し、区長の承認を受け

なければならない。 

（支援申請内容の承認） 

第９条 区長は、前条の届出について審査し、結果を自主研究・勉強グループ活動支援内容変更

承認通知書（別記第４号様式）によりグループの代表者に通知するものとする。 

（報 告） 

第 10 条 グループの代表者は、勉強会の終了後５日以内に、区長に対し、自主研究・勉強グル

ープ活動結果報告書（別記第５号様式）を提出しなければならない。 

（成果の活用） 

第 11 条 グループは、勉強会の成果を板橋区政及び職務に活用するよう努めなければならない。 

（成果の公表・利用） 

第 12 条 区長は、必要と認める範囲で、勉強会の成果等を公表し、又は職員研修等の教材・資

料として利用することができる。 

（その他） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、総務部長が定め

る。 

   付 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
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 企 画 総 務 委 員 会 資 料  

令 和 6 年 2 月 1 5 日  

政 策 経 営 部 IT 推 進 課  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（人材育成に関係する部分のみ、抜粋） 

65



24 

 

各部署の DX 推進を支援する体制（よろず相談 DX）の構築 

DX を推進していくためには、変革を実現するツールを業務に効果的に取り入れること

が重要です。業務に精通した所管課と、ツールに精通した IT 推進課が二人三脚で連携す

ることで DX が実現します。そこで、業務のトランスフォーメーションを見据えたツール

導入の仕組みとして、「よろず相談 DX」を立ち上げました。 

「よろず相談 DX」は、業務フローの可視化から、システムの導入までを IT 推進課がコ

ンサルタント支援する事業です。新規事業計画から業務改善まで、幅広いテーマを支援

の対象としていますが、オンライン申請、自動化ツール、ローコードツール等、特に導入

効果の高いツール活用を進める「よろず相談 DX」を実施する等、区民サービスを最大化

するための事業運営を実施していきます。 

 

推進体制強化Ⅱ「デジタル人材育成・確保」 

 

（１）各部署と各職層の役割 

「暮らしが豊かになるまちの実現」に向けて DX を推進するためには、「各職層」と「各

部署と IT 推進課」がそれぞれの視点で役割を認識したうえで職務を果たせるよう、その

役割に求められる「能力開発」を行うことが必要です。 

 

➀各部署と IT 推進課の役割 
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➁職層別の役割 

区では、職員の能力発揮を最大化するために職層別に重視する能力を設定していま

す。設定された中から、DX 推進に資すると考えられる能力を以下に示します。 

 

 

（２）求められる職員像 

 

視点 
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（３）DX 推進に求められる能力 

 

引用：板橋区人材育成基本方針-ひと創り 2025-「各職員に必要となる能力」を一部引用 

 

視点 

 

 
 

（４）能力取得のための主な研修 

ワークショップ形式の実践型研修等を通じて、職員が、ICT に抱く苦手意識を払拭さ

せるとともに、DX 推進に必要な能力を身につけます。 
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（５）人材育成・確保の基本的な考え方 

前項では、「各職層」及び「各部署」、「IT推進課」それぞれの役割及び「求められる

職員像」を設定したうえで、DX推進のために必要な「能力」を提示しました。職員一人

ひとりが自発的かつ主体的に取り組むことを基本としながら、職員の成長と組織の成長

を好循環結ぶ「人を育てる・人が育つ」ための「能力」開発を行っていきます。 
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